
１　意見募集期間

平成２６年９月８日（月）～平成２６年１０月７日（火）

２　意見提出状況

（１）提出者 ２１２人・団体

（２）提出意見数 ７５２件

（３）提出方法
ア．ＦＡＸ 152人・団体 イ．電子メール　　　　３１人・団体
ウ．郵便 27人・団体 エ．持参　　　　　　　　２人・団体

（４）意見の内訳

件数

計画全般に関わるもの 27件

総論 97件

各論 624件

施策１　母子保健 (8件)

施策２　母子医療 (3件)

施策３　子育ての悩みや不安への対応 (26件)

施策４　家庭の教育力の向上 (10件)

施策５　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 (23件)

施策６　安全・安心なまちづくり (9件)

施策７　幼児期の学校教育や保育の提供 (322件)

施策８　放課後児童クラブ (2件)

施策９　青少年の健全育成 (2件)

施策12　ひとり親家庭等への支援 (1件)

施策13　児童虐待への支援 (1件)

施策14　障害のある子どもへの支援 (11件)

子ども・子育て支援事業計画 (206件)

その他 4件

752件

（５）計画への反映状況

件数 割合

484件 64.4%

67件 8.9%

75件 10.0%

126件 16.8%

752件 100.0%

「元気発進！子どもプラン」次期計画（素案）に対するパブリックコメントの実施結果

計

③　計画の追加・修正なし

④　その他

計

区分

①　計画に掲載済み

②　計画の追加・修正あり

区分

資料 １

ア．ＦＡＸ １５２人・団体 イ．電子メール ３１人・団体
ウ．郵便 ２７人・団体 エ．持参 ２人・団体



１

　能力や資格を持っていながら、在宅して過ご
す高齢、高齢ではない方でも未就労者の力を
活かし、皆が社会貢献できる抜本的な改革を
求める。地域社会との関わり、高齢退職者の再
雇用等、子供～高齢者までが活性化する善循
環を検討して欲しい。
　私たち市民もちゃんと考えて見ている。目に見
えて自分たちの生活が変わるような改革には、
納税額が上がっても仕方がないという覚悟であ
る。暮らしたい市とは、子供～高齢者までの福
祉部分を充実させ、安心して子供を産み、仕
事をして、終末を迎えられる市のことだと思う。

　本市は、超高齢・少子化など時代の求める課題に対
応し、新しいまちづくりを進めるため、基本構想・基本
計画である「元気発進！北九州」プランを策定（平成
25年12月改定）し、その取り組みを着実に進めていま
す。基本計画の中では、「人づくり～多様な人材が輝く
まちをつくる」を基本方針の一つに定め、子どもから高
齢者まで、あらゆる世代の人が能力を発揮できる環境
を整えることとしています。ご意見の高齢者の活躍につ
いては、健康づくりや文化・スポーツ活動、地域活動な
ど社会参加ができるような環境づくりを進めるとともに、
働く意欲のある方には高齢者就業支援センターを通じ
て雇用機会の拡大を図っています。
　また、子どもに関わる取り組みとしては、次期子どもプ
ランの中で、母子保健や、幼児期の学校教育や保育
の提供、放課後児童クラブ、青少年の健全育成、ひと
り親家庭への支援、障害のある子どもへの支援など幅
広い分野にわたる施策を総合的に進めたいと考えて
います。
　今後も、「元気発進！北九州」プランや次期子どもプ
ランを着実の進めていくことで、市民の皆様がまちに自
信と誇りを持ち、住んでいる市民はもちろん訪れた人
も、「住んでみたい、住み続けたい」と思えるまちの実
現に向けて努力していきたいと考えています。

4 ④

２

　「元気発進！子どもプラン」の次期計画につい
て、内容を把握するまで時間がかかると思う。
また、理解するのに時間がかかると思う。計画
のみ先走りすることはないか。

　次期子どもプランの広報については、策定後、冊子
の販売、概要を紹介したリーフレットの配布、市ホーム
ページへの掲載などを行ないます。
　また、ご意見のように、市民や団体の方からプランの
内容についてのお問い合わせがあれば、個別に対応
させていただくとともに、職員が直接出向き説明する出
前講演も実施します。
　市民の皆様がプランの内容を知っていただき、社会
全体で子育てを支えていく取り組みにご理解・ご協力
を賜るよう努めてまいります。

2 ①

３

「概要版 別表（4つの政策分野、子ども・子育
て支援事業計画）」について
　０歳から就学までの子どもの育ちは学校教育
と全く違ったカテゴリーの中に有り、育ってゆくプ
ロセスも人生の中で一番早い速度で発達する。
その発達の時期は、脳を含めて身体的に傷つ
きやすい時期である。学校教育を早期に取り入
れるのは危険だと思う。

　子ども・子育て支援事業計画等において、就学前の
子どもの育ちを支える主な施設・事業としては、幼稚園
（３～５歳児）、保育所や認定こども園（０～５歳）等が
あります。これらの施設は「幼稚園教育要領」「保育所
保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要
領」に基づき、それぞれの施設の目的や機能に応じて
幼児教育や保育を行っています。これらの取り組みに
より、子どもの育ちをしっかり支えています。

2 ④

「元気発進！子どもプラン」次期計画（素案）に対する意見と市の考え方

意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ

≪計画全般に関わるもの≫ （２７件）

反映
結果

【意見の内容】
１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

1



意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

４

　保育園、幼稚園の双方に勤務経験があり、双
方の実情を知っているが、国や地方自治体に
よる認定こども園の普及数はまだ少なく浸透し
ていないように思う。確かに、少子化の弊害によ
る保育所の待機児童問題、幼稚園の空き教室
等を見れば、両者の統合によるメリットはありそう
であるが、幼保は元々管轄も目指すものも、生
活そのものも全く別物である。園には園の数だ
け教育理念があり、事情は全て異なり、その園
の特色となるところである。そういう現場の実情
に考慮が欠け、ただ短絡的に統合し、救済策と
した現制度には問題は多く困惑しているのが現
状であろう。子ども・保護者・保育士三者のより
良い制度であるべく、認定こども園の当事者か
らの意見、問題点等を広く求め、熟考され、より
良い制度となり推進されることを願う。

　認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせも
ち、保護者の働いている状況に関わりなく、3～5歳の
お子さんが、教育・保育を一緒に受けることができる施
設です。
　また、新制度においては、認定こども園の所管は内
閣府とされており、これまで幼稚園は文部科学省、保
育所は厚生労働省となっていたものが一本化されてい
ます。
　一方で、ご指摘のとおり、幼稚園、保育所の各施設
ごとに教育・保育の理念や基本方針があり、それぞれ
が特色ある教育・保育を行っています。
　今後とも、認定こども園への移行等に際しては、まず
は当事者である事業者等の意向を十分踏まえた上で
対応することとしています。

2 ④

５

　施策について行政の説明は分かりにくく理解し
にくい。具体的でなく、文言のとり方一つで右に
も左にも向くことができ、混乱する。誰もが分か
るように丁寧に分かりやすく伝えて欲しい。

　次期子どもプランでは、子育て支援の施策を１４のグ
ループに分け整理しています。施策の立案に当たって
は、子どもや家庭の現状や課題を把握し、その課題に
対処するための方向性を定め、具体的な子育て支援
の取り組み、事業を定めています。その事業数は、素
案の段階で292事業を掲載しています。
　施策や事業の説明ですが、その概要を端的にまと
め、できるだけ平易でわかりやすい文章となるよう心が
けました。また、一部は箇条書きとし、数値はグラフや
図表で示すなど工夫もしました。しかし、紙面に限りが
あるため、詳細の記載ができないこともあります。ご不
明な点があれば、個別に対応させていただくとともに、
市政だよりや市ホームページへの掲載、出前講演の
実施などを通じて周知に努めていきます。

3 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

６

　少子化が進んでいるのに、この計画の意味は
あるのか。

　少子化が進む中、子育てへの不安・孤立感をもつ保
護者の増加や待機児童問題の発生など、子どもや子
育てをめぐる環境は厳しさを増しています。これら課題
に対処し、子育てしやすい社会となるためには、国や
地域を挙げて、子どもや家庭を支援する新しい取り組
みを構築することが求められています。
　そのような中、国では子ども・子育て支援法の制定
や、次世代育成支援対策推進法の改正などにより、
地方自治体に対し、質の高い幼児期の学校教育・保
育や地域における子育て支援を総合的に推進するた
めの「子ども・子育て支援事業計画」、母性並びに乳
幼児の健康の確保・増進、子どもの心身の健やかな
成長に資する教育環境の整備、職業生活と家庭生活
の両立の推進等のための「次世代育成行動計画」の
策定及び計画的な実施を求めています。
　本市では、これまで「元気発進！子どもプラン」など
に基づき、保健・医療･福祉･教育をはじめ、雇用、住
宅、生活環境等の幅広い施策を展開し、総合的なま
ちづくりを進めてきました。しかしながら、少子化が急速
に進む時代に対応し、新たな一歩を踏み出すために
は、子どもが健やかに育まれ、子どもを生み育てること
の喜びを実感できるまちの実現に向けた取り組みを一
層充実・強化する必要があることから、次期子どもプラ
ンを策定するものです。
　少子化が進む時代であるからこそ、この計画を着実
に実施していく必要があると考えています。

2 ①

７

　子どもの育ちを支える施策が見えないので、
現場の声をしっかり聞いて、今問題となっている
学級崩壊やいじめ、ひきこもり、学力低下などが
なくなるような子どもの育ちを支える施策を考え
てほしい。

　次期子どもプランを策定するに当たっては、子育て
支援当事者（幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、児
童養護施設など）や子育て当事者（市民公募）、事業
主・労働者の代表、有識者などで構成する「北九州市
子ども・子育て会議」で多くの議論を重ねるとともに、タ
ウンミーティングやパブリックコメントの実施、関係団体
との協議、市議会での議論など、市民や関係者などの
意見を把握するよう努めました。
　ご意見のいじめやひきこもり等の問題については、い
じめの状況把握や関係機関と連携し問題の解決を図
る「いじめ対策の充実」や、ひきこもりなど社会生活を
営む上で困難を抱える若者の自立を支援する「子ど
も・若者応援センターYEＬLの運営」、不登校や引きこ
もり等の通室し助言や支援活動を行う「少年支援室の
運営」などに取り組みます。
　また、「次世代育成行動計画」の子どもの教育に係
る行動計画である「北九州市子どもの未来をひらく教
育プラン」に基づき、必要な支援を行っていきます。

3 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

８

　基本理念にある“子どもの育成は、子どもを持
つ家庭のみならず、すべての市民にとって、重
要な意味を持つ”ことや、“「子どもの成長」と
「子育て」について、すべての市民が自分の問
題として捉える”こと、“市民一人ひとりが家庭を
持つことや子どもを生み育てることの喜びを実
感できる”が、保育の利用時間が延び、子どもと
過ごす時間が短くなってしまう保護者の方に望
むことが可能なのだろうか。

　子育ての第一義的責任は父母その他の保護者にあ
りますが、子育ては次代の担い手を育成するという観
点から、子どもと子育て家庭を地域社会全体で支えて
いく必要があります。地域社会の構成員である、「家
庭」「地域」「学校」「企業」「行政」は、子どもの健全育
成や子育ての重要性の理解を深め、自らの役割を認
識し、相互に連携・協力しながら、保護者に寄り添い支
援することが重要です。
　子どもと過ごす時間が十分にとれない保護者の方に
ついても、家庭が子どもの健全な成長を支える最も重
要な生活の場であり、親や家族の愛情の下で基本的
な生活習慣を身につけるとともに、人に対する信頼感
や倫理観、自立心などを育むと場であるという家庭の
役割を認識して、子育てに取り組んで行くことが必要と
考えます。
　そのため、計画の視点に「親としての成長を支える視
点」と取り上げ、「施策(1) 母子保健」や「施策(3) 子育
ての悩みや不安への対応」「施策(4) 家庭の教育力の
向上」など、さざまざな施策の中で、親育ちへの取り組
みを図ることとしています。

2 ①

９

　親の意識が、大人の安らぐ時間を一番に考え
ているようなところがあり、子どもの安らぎは、二
の次となっている点が気になる。日本社会全体
がこのような風潮になっている今、大人への意
識改革をしていくべき。どの世帯へも情報が届く
ように、情報を聞き入れようとしない人達への発
信の見直しなど、細やかな配慮を面倒と思わ
ず、子どもたちは人類の宝であるということを、も
う一度真剣にむきあった上で、いろいろなプラン
を考えて欲しい。

　保護者が子育てに悩みや負担を感じ、それが産後う
つや虐待につながるなどの現状があることから、次期
子どもプランでは、ご意見のような保護者がリフレッシュ
できる一時保育などに取り組みます。それだけではな
く、乳児全戸訪問事業など子育て家庭の見守りや相
談・情報提供を行い、子どもの育ちをしっかり支えてい
くこととしています。
　もともと子育ては、親・保護者にとって、日々成長す
る子どもを見ながら、喜びや生きがいを感じ、親として
成長する尊い営みです。子どもは、親との触れ合いを
通して愛情を学び、人間関係の基礎を培い、成長して
いきます。単に安らぎという面だけでなく、これらの営み
を支えるために、保護者が育児の知識や技術を学び、
地域も子どもの成長を支える意識を啓発する「家庭の
教育力の向上」に向けた取り組みを進めていきます。
また、男女がともに子育てができるように、働き方の見
直しや社会全体の意識を高める「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の推進」にも取り組んでいき
ます。情報発信についても、子育て情報をまとめた広
報誌の配布に加え、市ホームページなどで地図情報
も一緒に検索できるなど、必要なときに必要な情報が
得られるよう工夫していきます。
　これらの取り組みを総合的に進め、子どもの育ちや子
育てを支えていきます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１０

　今、子どもたちに必要なことはなにか。子ども
は国の宝、その宝が壊れかけている。子どもを
取り巻く環境は劣悪である。何人の子どもが犠
牲になるのであろうか。何人の子どもが自らをモ
ンスターにしなければならないのだろうか。子ど
もは鏡である。社会を映し出している。そんな社
会を作った私たち大人は責任を持って、見直さ
なければいけないと思う。子どもたちが幸せにな
る為に、必要なことを考えて欲しい。

　子どもたちが幸せになるためには、子どもが生まれ、
健やかに成長することができる環境づくりに取り組むこ
とが、極めて重要だと考えています。
　子どもや家庭をめぐる環境が厳しさを増す中、子ども
の健やかな育ちを支えるためには、子育てを地域社会
全体で支え合うことはもとより、「子どもが主体の視点」
「全ての子どもと家庭を支える視点」「子どもの成長と
次代の親づくりの視点」「親としての成長を支える視
点」「地域社会全体で支援する視点」という視点に立
ち、子どもや家庭に対し、さまざまな施策に取り組む必
要があります。
　次期子どもプランでは、これらの理念や視点に立ち、
「母子保健」や「青少年の健全育成」など１４の施策に
取り組むこととしています。ご意見の主旨を踏まえれ
ば、その中でも、親が子育ての知識や技術を学び、子
どもの基本的生活習慣の定着を図るための「家庭の
教育力の向上」や、働き方の見直しや男女がともに子
育てに参画できる社会となるような「仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」などの取り組みは
大切です。
　これらの幅広い分野の施策を総合的に取り組み、地
域社会全体が子育て力を高め、子どもたちが幸せに
なるために努力していきたいと考えています。

2 ①

１１

　平成29年度以降子どもが減ると言われてい
る。まだ様々なことが曖昧な中で本当に新制度
をスタートさせてもよいのか。

　子ども・子育て支援新制度は、国や地域を挙げて、
幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量
の拡充や質の向上を進めていく取り組みで、平成27年
4月からスタートすることが予定されています。新制度
では、「子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多
様な支援を用意し、教育・保育や子育て支援の選択
肢を増やすなど、支援の量の拡充を図ること」「幼稚園
や保育所等の職員配置の改善や職員の処遇改善な
どに取り組み、支援の質の向上を図ること」「放課後児
童クラブや利用者支援、地域子育て支援拠点など、
地域の子育て支援も充実すること」などに取り組むこと
としています。
　これらの取り組みを進めることで、全ての子どもたちが
笑顔で成長し、全ての家庭が安心して子育てでき、育
てる喜びを感じられる社会となることを目指していま
す。

2 ④

１２

　「北九州市子ども・子育て支援に関するアン
ケート」の回収率は。

　次期プランを策定するにあたり、平成25年10月に、
北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート
調査を実施しました。このアンケート調査は、市内在住
の子どもの保護者および18歳以上40歳未満の男女
合計17,000人を対象として実施し、有効回収数は
6,850人、有効回収率は40.3%でした。

2 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１３

　良いことしか新プランではあげていないので、
デメリットの部分も何かあげてほしい。

　次期子どもプランは、「子どもの成長と子育てを地域
社会で支え合うまちづくり」を基本理念に掲げ、「母子
保健」や「子育ての悩みや不安への対応」「幼児期の
学校教育や保育の提供」「青少年の健全育成」など、
１４の施策に取り組むことしています。施策の立案に当
たっては、子どもや家庭の現状や課題を把握し、その
課題に対処するための方向性を示し、具体的な取り組
み・事業を定めています。そして、ご意見のメリット、デ
メリットという個別・部分的な捉え方ではなく、１４の施
策やその取り組みが、相互に連携し補完し合うことで、
子どもの育ちや子育て家庭をしっかり支えていくことが
できると考えています。

3 ③

１４

　「子育て日本一を実感できるまち」の実現は、
沢山の課題もあり難しいことかもしれないが、本
当にそうなればとても素晴らしいことだと思う。プ
ランに記されているように、保育所、幼稚園、小
学校、地域、行政といった地域全体で力を合わ
せて見守ることが大切なのだとあらためて思っ
た。みんなで協力し、多くの人が子育てに喜び
を実感できるとよいと感じる。

1 ①

１５

　地域社会全体で“子どもと家庭を守るまち北
九州!!”“市民一人ひとりの生活が豊かなまち北
九州!!”を目指していただきたいと願う。

2 ①

１６

　働き方の見直しをするとともに、子育て時期に
親子の触れ合いが大切なことを親世代に伝え
ていくこと。そのためには、小・中学校よりそれを
見据えた教育を取り入れていく施策をお願いし
たい。

　企業・働く人・市民・行政とで構成された「北九州市
ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心に、長時
間労働の抑制等の働き方の見直しなど、仕事と子育
て等との両立への理解促進について、幅広い広報啓
発や企業等の取組支援を行っています。
　また、小・中学校の道徳の時間では、例えば、児童
生徒が誕生したときの喜びや児童生徒の名前に込め
た保護者の思いや願いを書いた手紙を児童生徒に渡
すなどし、個別に保護者の思いを伝える取組を行って
います。

2 ①

　次期子どもプランでは、その基本理念を「子どもの成
長と子育てを地域社会で支え合うまちづくり」とし、保
護者が子育ての第一義的な責任を有するという基本
的認識のもとで、地域社会の構成員である「家庭」「地
域」「学校」「企業」「行政」が、自らの役割を認識し、子
育て家庭に寄り添い支援していくという意味が込められ
ており、ご意見の趣旨のとおりだと考えています。
　また、本市の基本構想・基本計画である「元気発
進！北九州」プランには、４つの基本方針「（１）人づく
り～多様な人材が輝くまちをつくる」、「（２）暮らしづくり
～質の高い暮らしができるまちをつくる」、「（３）産業づ
くり～元気で人が集まるまちをつくる」、「（４）都市づくり
～便利で快適なまちをつくる」を定めており、ご意見の
後段“市民一人ひとりの生活が豊かなまち北九州!!”の
趣旨も含んでいます。
　今後も、「元気発進！北九州」プランや次期子どもプ
ランを着実に進めていくことで、市民の皆様がまちに自
信と誇りを持ち、住んでいる市民はもちろん訪れた人
も、「住んでみたい、住み続けたい」と思えるまちの実
現に向けて努力していきたいと考えています。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１７

　仕事と家庭の両立、地域社会全体での支援
など親にとってはいい計画にみえるが、あまりに
「支援」に重点をおくと、親の「責任」が薄れてみ
える。出生率や労働人口を上げることに視点を
置くなど「親としての成長を支える視点」がみえ
ない。親が子育てを通して成長することで、その
子どもが健やかに成長し、そして親になり成長
するような、長いスパンで支援してもらえるとい
いと思う。

　次期子どもプランでは、計画の視点の「地域社会全
体で支援する視点」の中で、子育ての第一義的な責
任は保護者にあることを記載し、施策を進める上での
基本的認識であると考えています。
　一方で、子どもや家庭をめぐる環境が厳しさを増す
中、多くの保護者が子育てに不安や悩み、孤立感など
を感じている状況です。子どもの健やかな育ちを支え
るためには、保護者の持つ不安や負担を少しでも軽減
する必要があり、次期子どもプランでは、母子保健、子
育ての悩みや不安への対応、青少年の健全育成、ひ
とり親家庭や障害のある子どもなど特別な支援を要す
る子どもや家庭への支援などに取り組みたいと考えて
います。
　また、ご意見のとおり「親の成長を支える視点」も重
要です。本計画では、意見番と同様。視点を掲げ、乳
幼児の発育や子育てについて学ぶ「育児教室」や、子
どもの基本的生活習慣の定着を図るための「北九州
市子どもを育てる10ヵ条の普及促進」など、子育て家
庭が育児の知識・技術を学ぶ機会の提供や、地域と
連携し子どもの育ちに関わる啓発活動に努めていきた
いと考えています。その期間は子どもが生まれる前か
ら、子ども・若者が自立するまでの間はもとより、思春
期における健康教室にも取り組んで生きたいと考えて
います。

2 ①

１８

　子どもの育ちを支える施策として、仕事をして
いる親もしていない親も共に、子育てしやすい
環境を造ることが必要だと思う。

　次期子どもプランは、全ての子どもと家庭を支えると
いう視点で策定し、取り組みを進めていきたいと考えて
います。
　その内容としては、まず、共働き世帯への支援として
は保育所や小規模保育の提供や、延長保育や一時
保育など多様な保育サービスの充実などに取り組みま
す。次に就労の有無に関わらない子育て家庭への支
援については、母子の健康保持や増進、子育ての不
安や悩みへの対応、安全・安心なまちづくり、青少年
の健全育成、ひとり親家庭や障害のある子どもなど特
別な支援を要する子どもへの支援等に取り組むことと
しています。さらに、男女がともに子育てに参画できる
ようワーク・ライフ・バランスの推進にも取り組みます。
　このように、幅広い分野で、総合的に施策を進めるこ
とで、子育てしやすい環境づくりに努めていきます。

2 ①

１９

　いろいろな支援制度があっても、知らない方が
多い。もっとわかりやすく知らせる方法を考え
て、情報をみんなが共有できるようになるといい
と思う。

　本市では、子育て中の人が子どもの成長に応じた情
報をタイムリーに、かつ気軽に入手できるよう、情報誌
の発行やホームページ、フェイスブック等を通じ情報
発信を行っており、今後も内容や提供方法の充実を
図り、必要とされる情報が市民に届くよう取り組んでま
いります。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

２０

「概要版 Ｐ２、６(2)５つの視点」について
　「子どもが主体の視点」を見据えたプランの内
容となっているか、親の就労支援等が主体と
なっていないか疑問である。子どもの育ちを支
える施策が見えない。

2 ②

２１

「概要版 Ｐ２、６(2)５つの視点」について
　「子どもが主体の視点」を見据えたプランの内
容となっているか、親の就労支援等が主体と
なっていないか疑問である。子どもの育ちを支
える施策が見えない。
　親の就労支援等が保育所として大切であるこ
とは理解しているが、プランの内容が就労支援
が主体となって、自分の幸せを守ることを主張
できない子どもたちの最善の幸せを守るに程遠
いものになっている。この施策では、子どもの育
ちゆく将来が危ぶまれてならない。親の就労を
守ることを主体にすれば、そのしわよせに子ども
の育ちは障害となって現れてくるという現実を理
解したうえでプランを考えて欲しい。

2 ②

２２
　経済的に裕福な家庭に有利な制度であり、子
ども主体のものではないと思う。

2 ②

２３

　５つの視点で「子どもが主体の視点」「全ての
子どもと家庭を支える視点」を見据えたプランの
内容となっているのか。親の就労支援等が主
体となっているように思う。病気のときくらいは、
保護者と安心して過ごせるような体制を築いて
欲しい。

2 ②

２４

　社会の宝である子どもを大切にしようという思
いが、この素案からは全く感じられない。社会経
済を潤す働き手を確保するためのその場しのぎ
にしか思えない。働くためなら保育時間を長く
し、病気になっても預ければよいという考えのま
までは、子ども、そして社会にとって良い結果は
絶対に出ない。乳幼児期の親子の関わりの大
切さを繰り返し伝えてきた保育士にとって、理解
しえない施策であり、強く憤りを感じる。

2 ②

２５

　北九州市は、子育て日本一を目指しているの
であれば、保護者にとってだけでなく、子どもも
愛情を十分に受け、情緒的にも安定した思いや
りのある、将来を担っていける大人になるような
環境づくりが大事なことだと思う。保護者の意向
ばかりでなく、子どもたちの心情も汲み取ること
ができるような北九州独自の施策が必要だと思
う。保護者の愛情を一身に受けないで育った子
どもたちが、将来どんな大人になるのか心配で
ならない。

2 ②

２６

　子どもプランという名前だが、対象が子どもと
いうより、大人のように感じる。少子化、孤立した
保護者や待機児童などを主としているため、子
どものことをあまり考えていないと思う。

2 ②

　子どもの健全育成や子育ての推進に当たっては、子
どもの権利を擁護し、子どもの幸せを第一に考え、子ど
もの利益を最大限に尊重する必要があります。そこ
で、次期子どもプランでは計画の視点の第一に、「子ど
もが主体の視点」を掲げました。この考え方は、本計画
の全ての施策に共通する基本的な考え方です。
　例えば、母子保健では子どもの成育や母子の健康を
支え、幼稚園や保育所では乳幼児期における子ども
の育ちを支え、青少年の健全育成では体験活動等の
提供により健全な育ちを支える取り組みを掲載してい
ます。
　一方、子育ての不安や悩みへの対応、多様な保育
サービス、安全・安心のための環境づくり、働き方の見
直しなど、育てる保護者から多くのニーズや要望もあり
ます。これらのニーズに応え、相談対応や子育ての知
識・技術を教えること、保育時間の延長や病児に適正
な保育環境を提供すること、子どもが安全・安心に過
ごせる公園や都市環境を整備すること、父母が共に子
育てができるようワーク・ライフ・バランスを推進するこ
となども、子どもが主体と考え、その健やかな育ちを支
えるための取り組みです。
　これらの施策を着実に取り組み、またそれぞれが補
完し合うことで、子どもの最善の利益の実現に向け努
力していきたいと考えています。
　なお、ご意見の趣旨を踏まえ、次期計画の総論・計
画の視点「ア．子どもが主体の視点」の中に、「子ども
が主体」という考え方が、計画を通じた共通の基本的
な考え方である旨を追記しました。

≪総論≫　第１章～第３章 （９７件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

２７

「概要版 Ｐ１、５(1)本市の現状」について」
　平成27年度からの計画であれば、過去の実
績（H24年度の出生数）のみでなく今後の児童
数の見込み（H26年度第1回子ども会議資料
３）を踏まえた現状分析をすべきではないか。 3 ①

２８

　さまざまなプランが次期計画に挙げられている
が、実態を十分調査し、現状を把握し、将来を
見据えたプランとは思えないところが多々あり、
不安が一杯である。 3 ①

２９

　基本指針に、「保護者が子育てについての第
一義的な責任を有することを前提にしつつ」とあ
る。本当の子育ては親からということを、忘れさ
せることのないような「元気発進」を願う。

　子ども・子育て支援法に基づく基本指針では、父母
その他の保護者は、子育てについての第一義的責任
を有するという、基本的認識を前提とし、子ども・子育
てをめぐる環境を踏まえ、子ども・子育て支援は進めら
れる必要があるとしています。
　本市としても、子育ての第一義的責任は父母その他
の保護者にありますが、子育ては次代の担い手を育成
するという観点から、子どもと子育て家庭を地域社会
全体で支えていく必要があり、地域社会の構成員であ
る、「家庭」「地域」「学校」「企業」「行政」は、子どもの
健全育成や子育ての重要性の理解を深め、自らの役
割を認識し、相互に連携・協力しながら、保護者に寄り
添い支援することが重要と考えています。
　そのため、子どもの心と身体の発育、しつけなど育児
を中心とした講義等を行う育児教室の実施や夫婦が
協力して出産・育児に取り組む大切さを学ぶ両親学
級の実施などにより、「家庭」が、子どもの健全育成を
支える最も重要な生活の場であり、親や家族の愛情の
下で基本的な生活習慣を身に付けるとともに、人に対
する信頼感や倫理観、自立心などを育むという役割を
もつことについて、保護者の認識を深めるよう取り組み
たいと考えています。

1 ①

　次期子どもプランの策定に当たっては、子どもや家庭
の現状、子育て支援へのニーズを把握するため、
17,000人を対象に「子ども・子育て支援に関する市民
アンケート」調査を実施しました。また、子育て当事者
（市民公募）や子育て支援関係者、有識者などで構
成する「北九州市子ども・子育て会議」を設置・開催
し、それぞれの分野の専門家から多くの意見をいただ
きました。加えて、既存の計画である「元気発進！子
どもプラン」の成果や課題、国の動向などを踏まえ、施
策ごとに現状・課題を洗い出し、その方向性を定めた
上で、具体的な取り組みを掲載しています。
　また、「子ども・子育て支援事業計画」においては、
平成27～31年度の推計児童数を算定し、幼児期の
学校教育や保育、地域の子育て支援にかかるニーズ
量を算定しています。
　今後の計画の実施に当たっては、各年度の実績や
事業の評価に基づき、必要な修正等を適切に加えな
がら、取り組んで行きたいと考えております。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

３０

「概要版 Ｐ２、６(2)５つの視点」について
　「子どもが主体の視点」を見据えたプランの内
容となっているか、親の就労支援等が主体と
なっているように感じる。真の子育て支援、親と
しての成長を支える支援の施策は具体的にな
されているのか。

　子育てとは本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その
存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動して、
親も親として成長していくという大きな喜びや生きがい
をもたらす尊い営みです。
　そこで、次期子どもプランでは、親が親として成長す
ることの重要性を認識し、計画の視点に「親としての成
長を支える視点」を加えました。具体的な施策として
は、「家庭の教育力の向上」の中で、「育児教室等の
実施」や「北九州市子どもを育てる10ヵ条の普及促
進」などに取り組み、子育ての知識・技術の提供や子
どもの育ちに関わる啓発に努めていきたいと考えてい
ます。また、乳児全戸訪問やさまざまな相談支援を行
うことで、子育ての悩みや不安の軽減にも努めていき
ます。これらにより、保護者が自己肯定感を持ちながら
子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支
援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じ
ることができる支援を進めていきたいと考えています。
　なお、子どもに関わる取り組みは、保健、医療、福
祉、教育など幅広い分野にわたるため、ご意見の「幼
児期の学校教育や保育の提供」をはじめ、「母子保
健」「安全・安心なまちづくり」「青少年の健全育成」「ひ
とり親家庭への支援」など、多様な施策を総合的に取
り組んでいきます。

2 ①

３１

　佐世保市の女子高生（同級生殺害事件を起
こした）の父親の自殺が報じられた。日本社会
の関係の貧困が課題と言われる。
　女性が輝いて生きる社会の実現と言われる
が、子どもが生まれた時、親も誕生し、その関わ
りあいの中で両者が育つ。その関わりあいの中
で育つ親自身の喜びが人としての幸せとなり輝
くことを誇りとする者がいるのに、子どもを社会み
んなで育てようの掛け声の下、大臣、管理職に
なるだけの喜びのような政治の方向が、人間初
期の大切な関係性を貧困に導いていることも事
実ではないか。社会全体の誰が子どもの育ちの
責任を持つのか。責任の第一義は保護者であ
り、子どもの育ちのものであるはずなのに、それ
が全く内容としてつかめないのはなぜか。

　子ども・子育て支援法に基づく基本指針の中に、「保
護者は、子育てについての第一義的な責任を有する
という基本的認識の下、子ども・子育て支援は進めら
れる必要があること」「子育てとは本来、親も親として
成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊
い営みであること」「子ども・子育て支援とは、地域や社
会が保護者に寄り添い、保護者が子どもと向き合える
環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子ど
もの成長に喜びや生きがいを感じることができるような
支援をしていくこと」など、子育てに関する理念や子育
て支援の意義に関わる記載があります。
　この内容は、次期子どもプランの基本理念や計画の
視点などに記載し、この計画を策定し、進めていく上
で、最も基本となる考え方です。ご意見のとおり、保護
者が子育ての第一義的な責任を有するという基本認
識の下、地域社会の構成員である「地域」「学校」「企
業」「行政」が自らの役割を認識し、相互に連携しなが
ら、保護者に寄り添い支援していきたいと考えていま
す。

3 ①

10



意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

３２

　新制度の中で、乳幼児期の「教育」の言葉が
飛び交い、不安を感じている。「教育」という言
葉が、独り歩きして、子育て中の方が知育に
偏った短絡的な理解をするのではないかと。子
どもからの視点も伴った、親としての学びは、決
して講演を中心とした一方通行の「指導型」の
講座からは得られない。
親は子どもが自立できるように、親自身も学び
が必要なので、聞くだけの育児講座ではなく、
自分の意見も発言できる参加型の子育てワー
クショップがあればいいのではないか。

　母子保健事業として実施している妊婦教室や両親
学級、乳幼児教室、親子遊び教室等の一部には、母
子保健として必要な情報を伝えつつ、参加者同士の
意見交換等をプログラムに組み込んでいるところもあり
ます。頂いたご意見は、今後の教室運営の参考とさせ
ていただきます。 3 ④

３３

　子どもの食事は、ますます悪化するのではな
いか。

　子ども達が望ましい食生活を送ることができるように、
No.19[食を通じた乳幼児等の健康づくり事業」、No.20
「親子ですすめる食育教室」、NO.167「保育所等を通
じた家庭・地域への食育推進事業」などにより、乳幼
児の保護者に対する食育を、推進していきたいと考え
ています。

2 ①

３４

　母子保健、母子医療はとてもよい施策と思
う。それがすべての母と子の元へ届けられ支援
できるようにして欲しい。

　親子の健康の保持・増進、子どもの心と体が健康に
育つ社会を構築するために、妊娠・出産から乳幼児期
及び思春期の保健・医療体制の一層の充実を図りま
す。

1 ①

３５

　保育所や幼稚園等に預けている家庭はまだ
よいが、どことのつながりもなく困っている家庭も
いる。そのような家庭では、内からのアプローチ
が望めない。そのような家庭にこそ足を運べる
ようなシステムを希望する。

　子どもの育ちを家庭だけでなく地域で見守ることは大
切なことです。市民センター等では、地域の方々の子
どもの発達や育児の相談の応じる「妊産婦・乳幼児な
んでも相談」を開催しています。集まった母親同士の
交流によるピアカウンセリング効果もあり、会場によって
は子育てサポーターの支援もあります。
　さらに、生後４か月までの乳児がいる家庭には、保健
師が全戸訪問を行い、子育ての孤立化を防ぐために、
さまざまな不安や悩みをお伺いして適切なサービス提
供につなげています。
　また、家庭のことや子育てのことで困っているご家庭
があり、ご本人からのご相談が難しい場合は、区役所
子ども家庭相談コーナーや健康相談コーナーで周囲
の方からのご相談にも応じています。

3 ①

３６

　就学前や5歳児の健診の義務化（無料）を望
む。これが実現できれば、障害の早期発見に
期待できる。

　就学前の子どもの多くが保育園や幼稚園に所属して
おり、定期的な健診の機会もあります。また、子どもの
障害については、健診の場だけでは判断できない場合
もあり、日常の保育や教育の中での気づきが大切で
す。気づきから早期発見・早期対応に繋げられるよう、
保育園や幼稚園等と行政,専門機関等が連携していく
ことが大切だと考えています。

3 ③

施策１　母子保健 （８件）

≪各論≫　第４章～第５章
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

３７

　発達の気になる子どもの早期発見、早期支援
体制について、わいわい子育て相談事業など
があるが、現在の状況では、保育園に相談に来
る保護者が圧倒的に多く、わいわい相談では
しっかりと判断できず、逆に安心され、集団に
入って専門機関の連携を拒む保護者が増え、
子どもの成長を阻んでいる。故に、保育園との
連携強化は必須で、それに伴う人的援助をつ
けるなどの体制づくりをして欲しい。

　わいわい子育て相談では、医師や臨床心理士、作
業療法士、保育士等複数の専門職種が多角的に子
どもの発達を評価し、母親の相談に応じています。保
育園・幼稚園での気づきからご紹介いただく場合も多
く、H25年度は46件でした。今後も保育園等や行政、
専門機関との連携強化は大切であると考えています。 3 ④

３８

　保育園や学校など、身近に聞ける機会を増や
すなど、保護者を対象とした子育て等親に必要
な講座を役所に主催してもらいたい。

　保護者等を対象とした「子どもを育てる１０か条」の出
前講演や、市内の保育所、幼稚園、小・中学校で家
庭教育学級を開催しています。

3 ①

３９

　いちばん医療費のかかる義務教育が終わる
15歳まで、せめて医療費を無料にしてもらいた
い。

　子育て家庭の経済的負担の軽減は、重要な取り組
みだと考えています。ご意見の乳幼児等医療費支給
制度については、さまざまな研究を行っているところで
あり、関係者の意見を聞きながら、制度のあり方を検
討していきます。

3 ②

４０

　予防接種がどんどん変わっているので、情報
を公にしてもらえると分かりやすい。HPなどで情
報提供しているのかもしれないが、分かりづら
い。

　現在、予防接種の対象となる方には、個別の案内を
送付しお知らせをするとともに、市のHP、市政だより、
民間の情報誌なども活用し、適宜情報を発信している
ところです。今後とも、市民のみなさんに分かりやすい
よう、文言やレイアウト、広報ツール等を工夫していき
たいと思います。

3 ④

施策２　母子医療 （３件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

４１

　子どもが病気や風邪の時にも預けられる病児
の託児が可能な環境整備をしてもらいたい。
　また、保護者が病気等、緊急の場合に助けて
くれる緊急サポートセンターを作って欲しい。

　共働き世帯が増加する中、仕事の都合などにより自
宅での保育が困難な病気中・病気回復期の児童を預
かる｢病児・病後児保育｣に対する保護者ニーズは高
く、現在、市内10箇所で事業を実施しています。
　今年度については、10月に小倉北区で1箇所開設し
ましたが、年度中に小倉南区でさらに1箇所の開設を
目標としており、現在整備を行っているところです。
　来年度以降についても、実際の利用状況や保護者
ニーズを踏まえながら、新規開設を検討します。
　また、ボランティア会員の相互協力で、保育所・幼稚
園の送迎や帰宅後の預かり、軽度の病児・病後児の
預かり、早朝、夜間等の緊急時の預かり等を行う「ほっ
と子育てふれあい事業」を実施しています。重い病児
の保育は専門性や危険性が高まるため、ボランティア
組織での対応は難しいと考えています。
　また、保護者が病気等のため、家庭での養育が一時
的にできない場合に、児童養護施設等で子どもを預
かる「ショートステイ」「トワイライトステイ」事業を行って
います。（いずれも宿泊可能です）
　ひとり親家庭を対象として、一時的に生活援助や保
育サービスが必要なときに生活を支援する「母子家庭
等日常生活支援事業」も行っています。

3 ③

①子育て家庭の親とその子ども（概ね３歳未満の乳幼
児）が気軽に集い、相互に交流を図る場を提供するこ
とにより、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな
育ちを促進するものとして、区役所又はそれに近接す
る公共施設等に、親子ふれあいルームを設置してい
ます。（各区に１箇所）親子ふれあいルームには、子育
て親子の支援に意欲があり、子育ての知識と経験を有
する専任のスタッフを２名配置しており、子育てに関す
る相談や交流の促進などを行っています。親子ふれ
あいルームでは、今後、相談対応の充実を目指してお
り、関係機関とも連携して支援の強化を図っていきま
す。
②就学前の子育て支援としては、市民センター等市
内135箇所において育児不安の軽減を図るため、地
域担当保健師等による「妊産婦・乳幼児なんでも相
談」を開催しています。集まった母親同士の交流によ
るピアカウンセリング効果もあり、会場によっては子育て
サポーターの支援もあります。
　また、区役所では、乳幼児健診の結果や日ごろの子
育ての中で心身の発達が気になる場合の相談先とし
て、医師や臨床心理士、保育等の専門職が発達や対
応について相談に応じる「わいわい子育て相談」を開
催しています。
③子どもと家庭に関する総合相談窓口として、各区役
所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、専任の相
談員が子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ、そ
れぞれの相談に応じた支援・対応を行うとともに、必要
に応じて関係機関と連携して、個別の相談に応じた
サービス・支援へとつなげています。

４２

　就学前、小学校低学年、小学校高学年、中
学生のステージ別に各年代の子どもを持つ母
親や子育てＯＧを指導員とした「子育て支援
室」を設置してもらいたい。
具体的には、行政による研修を受けた指導員
（子どもを持つ母親〈２名×４各年代〉や子育て
ＯＧ〈2名〉計10名程度）を各市民センターに配
置し、子育ての悩み等相談を受けるもの。な
お、当初は各区１か所の市民センター（小倉南
区と八幡西区は２か所）でモデル事業として実
施するもの。

3 ③

施策３　子育ての悩みや不安への対応 （２６件）

13



意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

４３

子育て中の親自身も、初めての育児には、子
育て先輩やママ同士と学びあう必要がある。子
育ては大変だが、「その大変さを、分かち合える
場所」、「子育て当時者が支援される立場だけ
でなく、相互に支援する関係」、「親自身がもっ
と子どもの未来のために、今の育児支援に必要
と感じたことを発信していく必要がある」と、自ら
気づく学びが、とても必要であると感じる。

　本市では、子育て家庭の親とその子ども（概ね３歳
未満の乳幼児）が気軽に集い、相互に交流を図る場
を提供することにより、子育ての不安感を緩和し、子ど
もの健やかな育ちを促進するものとして、区役所又は
それに近接する公共施設等に、親子ふれあいルーム
を設置しています。（各区に１箇所）親子ふれあいルー
ムには、子育て親子の支援に意欲があり、子育ての知
識と経験を有する専任のスタッフを２名配置しており、
子育てに関する相談や交流の促進などを行っていま
す.
　地域の子育て支援の場として市民センター等で保健
師等が相談支援する「妊産婦・乳幼児なんでも相談」
を実施しており、そこでは保健師等の相談支援だけで
なく参加者同士の交流が行われ、育児の大変さを分
かち合える場所となっています。また、育児経験者が
中心となった育児サークルの活動が併設されている
会場もあります。

2 ①

４４

　北九州市では、親子ふれあいルームなどがあ
り、子育て中の親が繋がる機会はあるが、地域
という小さい単位でも、（親子）ふれあいルーム
みたいな施設があれば、もっと地域のことを意
識し、地元で子育てを感じるのではないか。新し
い施設を建てるのではなく、市民センターや地
域の人たちが交流している場所に、もっと子育
て世代も気軽に足を運べる場所が欲しい。

　親子ふれあいルームは各区に１箇所整備しており、
地域には、常設又は定期的にフリースペースを実施し
ている市民センターもあります。市民センターでの乳幼
児なんでも相談やフリースペース開催時は、子育てサ
ポーターなどの地域の支援者の方が見守り等を行って
いるところもありますので、地域の方との交流を図る機
会にしていただけたらと考えています。
　なお、現在、親子ふれあいルームでは、市民セン
ター等と連携し、地域における子育て支援を行うため、
「地域の子育て力を高める取組み」を進めています。

3 ①

４５

　サークル活動も多くあるが、子どもが成長する
と運営者自体がサークルの継続が難しい。子ど
もが成長しても継続して活動ができる場であり、
親子で学びあうこともでき、親が主体的に運営
する「プレイセンター」が地域に普及することを
望む。

　「プレイセンター」については、課題として受け止め、
研究したいと思います。

3 ④

４６

　ほっと子育てふれあいセンターも、民間に委
託すべきだ。

　ほっと子育てふれあいセンターは、設立当初から民
間に委託して事業を実施しています。
  今後も会員の増加と質の向上を図るとともに、サービ
ス希望者が利用しやすい事業運営に努めて、地域の
子育て支援を推進していきます。

3 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

４７

　若松区ひびきの地域に新しいコミュニティがき
ちんと生まれ、市民の力が遺憾なく発揮される
こと、子どもたちがきちんと地域に根付いて育
ち、やがて安心して戻ってこれる場所として地
域が安定して発展していくこと、山を切り開いた
場所が、人々の心のふるさとになっていくための
具体的な取り組みを丁寧に行っていく必要があ
る。
　「親子ふれあいルーム」などをはじめとする拠
点施設、外あそびや野外活動のための拠点施
設の増強、プレイパークや放課後の子どもたち
の立寄所の確保、大学を学び舎として開放し、
若者が現場の市民の中で市民としてのセンスを
身につけられるような学習機会の提供、人権や
ジェンダーなど小倉に行かないとふれられない
学びの拠点の視点をひびきの地区におく。
　北九大の厚意で、ひびきのキャンパス内に半
年間限定で、ようやく「乳幼児や子どもや地域の
方々のためのフリースペース」を開所することが
できた。半年の限定ではなく、これからも人々の
集まる場所に地域市民の活動拠点をもつことが
できることを望む。

　親子ふれあいルームは、子育ての悩みや不安があ
る場合に保健師等の専門的な育児相談につなぎやす
いことや、妊娠時の母子健康手帳交付や出産後の育
児相談で区役所に親子が訪れることが多いことなどの
理由から、区役所または近くの公共施設に整備してい
ます。
　これとは別に、児童館のなかに親子ふれあいルーム
を設置しており、若松区では高須児童館に設置してい
るところです。そのため、若松区ひびきの地区での親子
ふれあいルームの整備は難しいと考えています。
　ご意見のありましたプレイパークは、自然の地形や樹
木を利用して遊ぶことができ、子どもにとって新たな発
見やさまざまな体験ができる遊び場です。また、親の
関わり方を考えさせられる場、若者の地域づくりへの参
加の場、高齢者を含めた多世代での交流の場など、さ
まざまな場づくりにも寄与できます。一方で、安全面や
管理面などの課題が多いのも現状です。　自然とふれ
あえる外遊びの方法や内容、場所などについて、ＮＰＯ
等と協力しながら検討を進めていきます。
　また、地域で活動しているNPOや北九州市女性団体
連絡会議と協働で、各区市民センター等において、男
女共同参画のテーマのもとジェンダーについても、広
報啓発事業を実施しています。
　なお、若松区ひびきの地区では、地域活動の拠点と
なる市民センターが、平成29年度春に新設予定の
「(仮称）ひびきの小学校」に併設される予定です。

3 ①

４８

　「ほっと子育てふれあいセンター」「緊急サ
ポートセンター」、情報発信を目的とした「子育
て総括センター」を一つにして、子育て中の保
護者が知りたいことが全部分かるシステム作り
をしてはどうか。
　また、これらを民間に委託して、事務的でない
安心して子育てができる相談場所を作ってはど
うか。

　本市では、子育て中の人が子どもの成長に応じた情
報をタイムリーに、かつ気軽に入手できるよう、情報誌
の発行やホームページ、フェイスブック等を通じ情報
発信を行っています。
　情報誌を含む子育てに関する情報発信は、ほっと子
育てふれあいセンターにおいても、入手することができ
ます。
　また、ほっとこそだてふれあいセンターは、設立当初
から民間に委託して事業を実施しています。
  今後も会員の増加と質の向上を図るとともに、サービ
ス希望者が利用しやすい事業運営に努めて、地域の
子育て支援を推進していくとともに、子育て情報の内
容や提供方法の充実を図り、必要とされる情報が市
民に届くよう取り組んでまいります。
　なお、本市においては、安心して子育てが相談でき
る相談場所として、各区役所に「子ども・家庭相談コー
ナー」を設置し、専任の相談員が子どもと家庭に関す
るあらゆる相談に応じ、それぞれの相談に応じた支援・
対応を行うとともに、必要に応じて関係機関と連携し
て、個別の相談に応じたサービス・支援へとつなげてい
ます。

3 ③
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

４９

　障害のことについて尋ねたところ、窓口をたら
い回しにされ、結局自分の知りたい情報は得ら
れなかった。まずどこに問い合せすればよいか
分からなかったので、子育て全般の情報を統括
している窓口が欲しいと思った。

　各区役所の保健福祉課では、組織名とは別に、相
談窓口が分かりやすいように、高齢者や障害をお持ち
の方についての相談は「高齢者・障害者相談コー
ナー」と、また、子どもや家庭に関する相談は「子ども・
家庭相談コーナー」と表示して、それぞれの窓口で相
談に応じております。また、各コーナーなどで複合する
相談については、連携を図って相談者の支援をしてお
ります。
　窓口対応に関するご意見を踏まえ、研修などにより、
職員の知識や接遇の向上を図り、より良い窓口での対
応ができるよう努めてまいります。

3 ①

５０

　小学校で通級指導教室を担当しているが、保
護者の方が通級教室への送迎が無理なとき
に、ほっと子育てふれあいセンターの会員さん
が送迎をしてくれている。いつも子どもにあたた
かい声をかけてくれ、楽しく通ってきている。保
護者との連絡も密にとってくれて、喜んでいただ
いている。今後も子どもと家庭のサポートをよろ
しくお願いする。

1 ①

５１

　ほっと子育てふれあいセンターは、研修も充
実しており、経験者も多く、これまでの実績を今
後にうまく生かす市の取り組みとしてとても有意
義な組織だと思う。

1 ①

５２

　必要とされる情報を届けたい人になかなか伝
わらない現状があるが、その情報を届けるため
に、どのような方法を取るのか。

　本市では、子育て中の人が子どもの成長に応じた情
報をタイムリーに、かつ気軽に入手できるよう、情報誌
の発行やホームページ、フェイスブック等を通じ情報
発信を行っており、今後も内容や提供方法の充実を
図り、必要とされる情報が市民に届くよう取り組んでま
いります。

2 ①

５３

　多様化複雑化した悩みへの支援として、「結
婚を希望する若者への支援」とあるが、必要だ
ろうか。個人的なことに対して行政は市税を
使って婚活パーティでも開くのだろうか。結婚し
幸せな家庭を築くことへの希望を見出せる社会
を作ることが先ではないか。

　少子化対策の一つとして「若者への結婚、婚活支
援」を考えています。
　具体的には、若いうちからライフプランや人生観を考
える中で、結婚や子育て等について、セミナーなどを
通じて意識の醸成を図るものとして、結婚に関する多
様な情報を提供するほか、団体や事業者等が行う婚
活イベントについての情報提供を予定しています。行
政が主体となって婚活パーティを開催することは想定
しておりません。

2 ①

　「ほっと子育てふれあい事業」では、「子育ての手助
けをしてほしい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」が
会員となって、会員相互による子どもの一時預かり等
を行っています。今後も会員の増加と質の向上のた
め、子どもの心身の健康や事故の対応等の研修や会
員同士の交流会等を行い、安全で質の高いサービス
の提供に努めます。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

５４

　次期計画では、保育所や学校の開いていな
い時間、つまり夜間や宿泊が必要な支援、親が
一時的に養育できない場合の支援策がないと
感じた。ほっと子育てふれあいセンターは良い
制度だが、預かりの100％の保証がない。ショー
トステイやトワイライトステイは要件を満たさなけ
れば利用できない。児童養護施設の児童の養
育には、不特定の子どもが入ってくるのは望まし
くない。国のファミリーサポート事業には「病児・
緊急対応事業」があるが、北九州市は導入して
いない。これらのことから、ぜひ、北九州市にも
「病児・緊急対応事業」を取り入れて欲しい。

　保育所・幼稚園の送迎や帰宅後の預かり等をボラン
ティア組織で行っている「ほっと子育てふれあい事業」
では、軽度の病児保育も行っています。重い病児の保
育は専門性や危険性が高まるため、ボランティア組織
での現行以上の対応は難しいと考えています。

3 ③

５５

　施策（３）柱①の「地域社会」はくくりが大きす
ぎる。小さな町内から発進すべきでは。

　ご指摘の施策（３）「①地域における子育て支援の環
境づくり」では、主として、市民センターでの活動、育児
サークル、市民のボランティア、まちづくり協議会など、
子育て家庭の身の回りの地域や場所で行われる支援
を掲載しています。
　そして、子育て支援は、このような身近な「地域」の
支援に加え、「学校」「企業」「行政」など地域社会の
構成員が、自らの役割を認識し、互いに連携・協力し
ながら、全体で取り組んでいく必要があると考えていま
す。

3 ①

５６

　保育サービスコンシェルジュについて、コン
シェルジュに任命された方は、幼稚園、保育
所、認定こども園の現状を理解しているのか。
相談に来た市民に、保育所や幼稚園のことなど
を、適切なアドバイスや情報を提供できている
のか。

　保育サービスコンシェルジュについては、利用者が保
育所、幼稚園、認定子ども園、一時預かりなど適切な
ものを選択できるよう、きめ細やかに相談に応じ、情報
提供や助言を行うために配置したものです。また、その
ための十分な研修や、直接現場を訪問し現状を見
て、情報収集も行っています。

2 ①

５７

　少子化対策と言われる中、多子世帯に対す
る支援がほとんどない。保育料も３人が同時に
通っていなければ、３人目は免除にならない。も
う少し援助があればと思う。例えば、医療費を４
人目以降無料としたり、チャイルドシート購入費
の補助、ファミリーサポートセンターを利用する
費用の補助等、支援があっても、費用が嵩むと
結局は利用することができない。少子化対策と
しては、すでに２人子どもがいる世帯に、３人目
を産んでもらうような流れができる子育て支援
が有効だと思う。

　本市では、これまでにも国民健康保険料の一部減
免や乳幼児等医療費の所得制限の免除などをはじ
め、多子世帯の保護者負担の軽減に取り組んでまいり
ましたが、本年６月に発表された国の「経済財政運営
と改革の基本的方針」（骨太の方針）においても、少子
化対策として第三子以降の出産・育児・教育への重
点的な支援を検討することとしているため、国の状況
等を十分に踏まえながら、引き続き、多子世帯支援の
取り組みについて検討していきたいと考えております。

3 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

５８

　施策(3)子育ての悩みや不安への対応で、カ
ウンセリングを実施して欲しい。現在の子育て
は、情報過多であり、子育て支援のツールもさ
まざまなものがある。（脳を育てる上で危険なも
のも多く含まれる）必要としている情報やツー
ル、方法がなんなのか、親自身が選択できるよ
うサポートできるカウンセリングサービスが必要
だと思う。

　子育て家庭の親とその子ども（概ね３歳未満の乳幼
児）が気軽に集い、相互に交流を図る場を提供するこ
とにより、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな
育ちを促進するものとして、区役所又はそれに近接す
る公共施設等に、親子ふれあいルームを設置してい
ます。（各区に１箇所）親子ふれあいルームには、子育
て親子の支援に意欲があり、子育ての知識と経験を有
する専任のスタッフを２名配置しており、子育てに関す
る相談や交流の促進などを行っています。
　また、子どもと家庭に関する総合相談窓口として、各
区役所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、専任
の相談員が子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ
ています。それぞれの相談に応じた支援・対応を行う
とともに、必要に応じて関係機関と連携して、個別の相
談に応じたサービス・支援へとつなげています。

3 ①

５９

　「（仮称）地域みんなで子育て支援事業」と
は、どのような事業か。

　「（仮称）地域みんなで子育て支援事業」とは、家庭
を持つことや子どもを産み育てることの喜びを実感でき
るよう、結婚から妊娠、出産、育児まで、切れ目なく見
守り続ける地域の活動を支援し、地域社会全体で支
えていく支援活動の活性化を図ります。地域づくり団体
である「まちづくり協議会」を直接支援していくことで、地
域の実情に応じた結婚から育児まで、切れ目のない
支援（少子化対策）を地域自ら考えてもらうことを目指
しています。

2 ①

６０

　ＮＰＯの目線でみると、かならずしも、区と市
が、効果的につながっていないと感じる。区の
保健師やコミュニティ支援課で課題を感じて
も、裁量できる余地が少ないのでは。100万都
市で、効果的に施策を進めていくのは難しいと
思う。もっと区に権限を委譲することはできない
のか。
　小倉南区親子ふれあいルームさざんは、区
役所ともしっかり連携させていただいているが、
あくまで担当課は市の子育て支援課である。福
岡市の各区の拠点である「プラザ」は、区が協
議相手だと聞いている。

　親子ふれあいルームは、子育ての悩みや不安があ
る場合に保健師等の専門的な育児相談につなぎやす
いことや、妊娠時の母子健康手帳交付や出産後の育
児相談で区役所に親子が訪れることが多いことなどの
理由から、区役所または近くの公共施設に整備してい
ます。
　親子ふれあいルームに関する事務については、市全
体の子育て支援を所管する子ども家庭局子育て支援
課が担当していますが、上述のような親子ふれあい
ルームの目的を達成するためには、各区役所との連
携が重要であることは、ご指摘のとおりだと考えていま
す。
　このため、必要に応じて子育て支援課から各区役所
に出向いて情報交換を行ったりしているほか、現場の
親子ふれあいルームのスタッフの方々でも、日頃から
区役所の保健師等との関係作りをしていただいている
など、区役所との連携の強化に努めているところです。
　今後とも、親子ふれあいルームの円滑な運営に努め
てまいりたいと考えています。

2 ①

６１

　ファミサポの事業である「ほっと子育て」も区ご
とに展開してはどうか。できたら、親子ふれあい
ルームで、オプションとして事業を展開できたら
と考えている。横浜市港北区では、34万人の
人口に、利用会員1043人、提供会員173人、
両方会員117人いる。地域子育て支援拠点に
コーディネーターがいて、1日20件、月間600
件のコーディネートをするとのこと。また、20歳
以上であれば、学生も提供会員になることがで
き、若者の子育て体験の蓄積につながる。

　「ほっと子育てふれあい事業」は、市内に１ヶ所、常
駐のアドバイザーを配置して、会員の募集・登録、研
修会や交流会などを企画・実施しています。
　年間の活動件数が約17,000件と膨大なため、各区
にサブリーダーを配置して、活動に関する会員同士の
調整等を行っています。
　今後も会員の増加と質の向上を図るとともに、サービ
ス希望者が利用しやすい事業運営に努めて、地域の
子育て支援を推進していきます。

3 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

６２

　家庭生活の主な課題の一つである「基本的
生活問題」について、子どもの心身の健全な育
成を目指すため、基本的生活に関するチェック
カードを作成の上、各市民センターに配置し、
家庭教育の具体的な方法として活用してもらい
たい。
※チェックカードとは、就学前、小学校低学年、
小学校高学年、中学生などステージ別に、年
代に応じた基本的生活等に関するチェック項目
を設定し、チェックするもの。

　子どもたちの基本的生活習慣の定着を図る事業とし
て、夏休み期間中に保育所、幼稚園、小・中学校、特
別支援学校の児童・生徒に「早寝・早起き・朝ごはん・
読書カード」を配布しています。これは、生活習慣が乱
れがちな夏休みに、自ら決めた生活習慣の目標を実
践・確認することで毎日の生活を親子で見直してもら
い、正しい基本的生活習慣の定着を図るもので、ご意
見をいただいた「基本的生活に関するチェックカード」と
同じ趣旨の取組みと考えます。
　また、その他に、就学前の子どもたちが小学生になる
までに身につけてもらいたい基本的生活習慣などをま
とめた家庭教育リーフレット「きほんのき」を作成し、小
学校入学前説明会において保護者に配布する取組
みも行っています。
　基本的生活習慣の定着は子どもの健全育成の基礎
となる重要なものですので、今後も啓発の充実などに
取り組んで参ります。

3 ①

６３

　親のニーズを取り入れること以上に、親の子
育て力を育んでいくことや、未来を担う子どもた
ちが、どのような環境の中で、どのように育てら
れていくべきかに重点をおいた議論をしていた
だきたい。

　ご意見の親の子育て力を育むこと、子どもたちが育
つ環境を整えることは、いずれも重要な課題だと考え
ています。そこで、次期子どもプランの策定にあたって
は、北九州市子ども・子育て会議等の中で有識者や
関係者など多くの専門家の意見をいただきながら、素
案づくりを進めました。
　ご意見の「家庭の教育力の向上」を図る取り組みとし
ては、乳幼児の発育や子育てについて学ぶ「育児教
室」や、子どもの基本的生活習慣の定着を図るための
「北九州市子どもを育てる10ヵ条の普及促進」などを
掲載し、子育て家庭が育児の知識・技術を学ぶ機会
の提供や、地域と連携し子どもの育ちに関わる啓発活
動に努めていきたいと考えています。
　また、子どもが育つ環境づくりについては、まず、「子
どもが主体の視点」に立って計画を推進していきます。
その取り組みとしては、妊娠・出産、育児などの母子の
健康を守る「母子保健」、乳幼児期の子どもの育ちを
支える幼稚園や保育所等の提供、体験活動の機会を
提供し自立意識や他者との交流を図る「青少年の健
全育成」、子どもの成長に配慮した公園整備など「安
全・安心なまちづくり」、男女が共に子育てできる社会
を目指す「ワーク・ライフ・バランスの推進」など、幅広
い分野で、総合的に子どもの健やかな育ちを支えてい
きたいと考えています。

2 ①

施策４　家庭の教育力の向上 （１０件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

６４
　地域と連携した家庭教育力の向上に力を入
れていただきたい。 1 ①

６５

　子ども・子育て支援における地域社会の役割
の中で、子どもの育ちと子育てを、行政や地域
社会をはじめ社会全体で支援していくことが必
要とあるが、地域格差を踏まえての支援がなさ
れ、その中で家庭教育が向上されることを望
む。

1 ①

６６

　施策（４）柱②の地域等でのさまざまな取り組
みとは、どのような取り組みか。

　「施策(4) 家庭の教育力の向上」における「施策の柱
② 地域等と連携した家庭の教育力の向上」では、子
育て中の親と子が気軽に集い、相互に交流を図る場
である「親子ふれあいルームの充実」や、子どもの基
本的生活習慣の定着や、家庭や地域の教育力の向
上を図るための「北九州市子どもを育てる10か条の普
及促進活動」など、地域での取り組みを通じて、家庭
の教育力の向上を図りたいと考えています。

2 ①

６７

　「北九州市子どもを育てる10ヵ条普及促進活
動」について、平成15年度に制定しているが、
今までどのように普及しているのか。現在の普
及状況については。

　家庭や地域の教育力の向上を図るため、市立の幼
稚園、小・中学校、特別支援学校、市民センターにチ
ラシ、ポスター、カード、のぼり旗を配布や、市営バスで
の車内放送、ラジオ放送など活用し、広報啓発を行っ
ています。
　また、出前講演を、市内の保育所、幼稚園、小・中
学校の家庭教育学級などにおいて幅広い世代を対象
に実施しています。（平成25年度実績：開催回数13
回、参加者数1,131人）
　なお、教育委員会が開催する会議、講演会、行事
などでの唱和を行うなど、広報啓発に努めています。

2 ①

　次期子どもプランでは、地域と連携した家庭の教育
力の向上への取り組みとして、子育て中の親と子が気
軽に集い、相互に交流を図る場である「親子ふれあい
ルームの充実」や、子どもの基本的生活習慣の定着
や、家庭や地域の教育力の向上を図るための「北九
州市子どもを育てる10ヵ条の普及啓発活動」などを進
めていきたいと考えています。これに加え、育児教室
の実施や乳児家庭訪問事業など保護者に子育ての
知識等を教える取り組みや、児童虐待を行なった保
護者に助言・指導する取組みなど、家庭の状況に応じ
て地域などと連携しながら、家庭の教育力が向上する
ための支援に取り組んでいきたいと考えています。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

６８

　「家族のためのペアレントトレーニング事業」に
ついて、具体的に知りたい。毎年虐待が増えて
いる状況に歯止めがかかるのか。

　家族のためのペアレントトレーニング事業は、「家族再
統合コース」と「養育不安コース」で構成されていま
す。
　「家族再統合コース」は、虐待を行ったために子ども
総合センターが関わり、子どもを分離したり、分離しな
いまま指導している保護者を対象に、虐待の再発防
止を図るために実施するものです。「不適切な養育方
法が子どもに及ぼす影響」、「効果的なほめ方、叱り
方」などを個別に学んでいただく月１～２回、概ね全６
回のコースです。
　「養育不安コース」は、概ね2歳から就学前で発達障
害またはその疑いがある児童を持つ保護者のうち、児
童の発達上の問題により養育不安を強く感じている
ケースから選考し、１０組程度の親子のグループ活動
として実施します。
　グループでの話し合いを通して保護者同士が互いに
共感する場を提供したり、親子遊びを体験するなど
の、月２回全８回のコースです。
　虐待を行った保護者の再発防止、養育不安を持つ
保護者の虐待未然防止に一定の効果が認められま
す。
　なお、児童虐待については、当事業のほかにも発生
予防、早期発見、早期対応および適切な支援に関す
るさまざまな事業を行っており、今後も取り組んで参り
ます。

2 ①

６９

　家庭の教育力の向上は、様々な家庭の自由
で考えがあると思うので、学習の機会など家庭
の教育は保護者に任せて良いと思った。保育
の中で考えていかなければ、ならないことはある
が、それとは別な話だと感じた。

　ご意見のとおり、家庭では教育に対する考えをそれ
ぞれお持ちであると認識しています。
　一方で、市民アンケートでは、約4割を超える子育て
家庭が子育てに不安を感じており、不安の内容には
「子どもを叱りすぎているような気がする」「子どもの接し
方の自信が持てない」といった回答が挙げられ、子育
てに対する知識や経験不足が伺えます。このことか
ら、子どもの健やかな育ちを支えるためには、家庭の教
育力を向上する取り組みは必要です。
　そこで、次期子どもプランでは、「施策（４）家庭の教
育力の向上」の中で、乳幼児の発育や子育てについ
て学ぶ「育児教室」や、子どもの基本的生活習慣の定
着を図るための「北九州市子どもを育てる10ヵ条の普
及促進」などを掲載し、子育て家庭が育児の知識・技
術を学ぶ機会の提供や、地域と連携し子どもの育ちに
関わる啓発活動に努めながら、家庭の教育力の向上
に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。

3 ①

21



意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

７０

　子どもの生活の基本は、家庭にあり、保護者
の養育力は重要である。「家庭支援」「保護者
支援」を打ち出し、保護者の意識向上を図り、４
つの政策分野を具体的に示して欲しい。

　ご意見のとおり、家庭は教育の原点・出発点であり、
保護者が子育てについての第一義的な責任を有する
ということは認識しています。
そこで、次期子どもプランでは、家庭の教育力の向上
を図るために、乳幼児の発育や子育てについて学ぶ
「育児教室」や、子どもの基本的生活習慣の定着を図
るための「北九州市子どもを育てる10ヵ条の普及促
進」など、子育て家庭が育児の知識・技術を学ぶ機会
の提供や、地域と連携し子どもの育ちに関わる啓発活
動に努めていきたいと考えています。
　また、子育て家庭への支援として、「家庭の教育力
の向上」を含む「母子保健」「子育ての悩みや不安へ
の対応」「青少年の健全育成」など、１４の施策に取り
組むこととしています。
　このような幅広い分野の施策を総合的に取り組むこ
とで、地域社会全体の子育て力の向上に努めていき
たいと考えています。

2 ①

７１

　子どもたちは、地域のたくさんに方々に見守ら
れて成長していく必要があるが、子育てママに
は「地域」という言葉が届いていない。地域にあ
る市民センターは乳幼児なんでも相談が、月に
１度、開催されている。もっと、せっかく、足を運
んできた市民センターに、ママ同士や地域の人
たちと結び付ける何かがあればと思う。ママたち
がランチできるスペースや、子どもを遊ばせる場
所があったりすると、参加して終わりではなく、人
と人がつながるのではと思う。

　市民センターでは、乳幼児なんでも相談の日以外に
常設又は定期的にフリースペースを開催しているとこ
ろがあります。また、乳幼児なんでも相談やフリース
ペースの終了後に利用者同士がお弁当を食べたり、
交流を図ったりする部屋を提供している市民センター
もありますので、是非、ご利用いただけたらと考えてい
ます。

3 ①

７２

　行政は、母親や父親が親としての自覚と、子
どもに愛情を注げる時間作りを保証するために
も、もっと積極的に企業努力にメスを入れなけ
ればならないのではないか。本当にワーク・ライ
フ・バランスの推進を考えるとき、企業と保育
所、保護者、行政が一体となり、子どもの心身
の発達がスムーズになり、日本の将来を担う賢
い健康な若者が育まれると思う。

2 ①

７３

　次期計画は、保育サービスの充実や働く保護
者のための施策に偏りを感じる。延長保育、休
日保育、病児・病後児保育など多様なニーズ
に対応しても、子どもにとって一番の支えは親の
存在である。親自身が子育てに時間がかけら
れるように、労働条件の改善を企業側や行政
が行い、ワーク・ライフ・バランスをしっかりとサ
ポートし、親が本来やるべき子育てができる環
境を考える施策が大切なのではないか。

2 ①

施策５　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 （２３件）

　子育ての第一義的な責任は父母その他保護者にあ
ることなどから、保護者が男女を問わず子育てに向き
合え、家族で過ごす充実した時間が持てるよう、仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を進めることが
重要です。
　そこで次期子どもプランでは、施策の一つに「仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」を掲げ、
企業等の事業者に対し、ワーク・ライフ・バランス推進
アドバイザーの派遣や出前セミナーの実施などにより、
子育て等をしながら働き続けられる職場環境づくりへ
の働きかけを行ないます。また、ワーク・ライフ・バラン
ス推進キャンペーンや講演会の開催を通じて、その意
義や必要性について事業者や市民に広く周知・啓発
を行っています。
　このような取組みを通じて、長時間労働の抑制など、
働き方やライフスタイルの見直しを図り、男女がともに
働きながら子育てしやすい環境づくりを進めていきま
す。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

７４

　子どもの育ちを、地域社会全体で支えるとあ
るが、企業も地域社会の一員として子育て中の
お父さん・お母さんが子育てに必要な時間を使
える働き方を支える労働環境整備には全く触
れていない。いかに早く復帰して働くかと言うこ
とへの対応ばかりではないか。
　預ける先は確かに必要だが、一方で心配なく
休める社会であることが必要（病児・病後児な
ど）子どもの育てられる権利からすれば、せめて
北九州ぐらいはその方向で意識改革こそが未
来の良い市民の育ちにつながるのではないか。

　子育ては保護者が第一義的その責任を有するもの
ですが、子育てをめぐる環境が厳しさを増す中、地域
社会の構成員である「地域」「学校」「企業」「行政」が
自らの役割を認識し、互いに協力しながら、保護者に
寄り添い支援を行う必要があります。特に、企業等事
業者においては、働き方の見直しを進めながら、仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図ることが重
要です。
　そこで、次期子どもプランにおいては、「施策（５）仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」の
中で、企業等に対する出前セミナーの実施やアドバイ
ザーの派遣、ワーク・ライフ・バランス推進月間（11月）
での各種催しの実施などの取り組みを掲載し、企業等
の事業者に対して、育児休業をはじめとした育児関係
制度を利用しやすい職場環境づくりを働きかけること
や、ワーク・ライフ・バランスを進める企業への支援、市
民に対する周知・啓発を進めていきたいと考えていま
す。

2 ①

７５

　働き方の見直しをするとともに、子育て時期に
親子の触れ合いが大切なことを親世代に伝え
ていくこと。そのためには、小・中学校よりそれを
見据えた教育を取り入れていく施策をお願いし
たい。

 　企業・働く人・市民・行政とで構成された「北九州市
ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心に、長時
間労働の抑制等の働き方の見直しなど、仕事と子育
て等との両立への理解促進について、幅広い広報啓
発や企業等の取組支援を行っています。
　また、小・中学校の道徳の時間では、例えば、児童
生徒が誕生したときの喜びや児童生徒の名前に込め
た保護者の思いや願いを書いた手紙を児童生徒に渡
すなどし、個別に保護者の思いを伝える取組を行って
います。

2 ①

７６

　幼稚園に通う3歳の子どもを持つ母親である。
小倉駅周辺に住んでいるが、近くに遊ばせる公
園がなく困っている。思いっきり遊ばせたいとき
は、勝山公園まで行っている。すべり台だけある
公園も少しあるが、暗く、草も生い茂り、ホーム
レスの人が寝ていることもあり、行っていない。Ａ
ＩＭ横にある「あさの汐風公園」はものすごく広い
のに、ジョギングの人や夏に噴水で遊ぶくらいで
もったいない。「あさの汐風公園」に遊具の設置
と、現存の公園の整備をして欲しい。やはり、公
園があると人も集まるし、子どもの運動能力やコ
ミュニケーション能力の向上にもつながると思
う。

　あさの汐風公園は、小倉駅に近いため大規模なイベ
ントの実施や災害時の避難地としての空間を確保して
います。
　また、周辺には、既に子育てふれあい交流プラザ内
に多種多様な遊具を設置しているので、本公園には
遊具を置かず、広々とした空間で遊んでいただこうと考
えています。 3 ④

施策６　安全・安心なまちづくり （９件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

７７

　北九州では、保育園、幼稚園、小・中学校等
の子どもたちが多く昼間過ごしている設備の危
機管理はどうするつもりか。沿岸に近い場所に
立地している、これらの建物の津波対策、山の
斜面に立地している建物の防災、各建物の耐
震対策、避難場所の確保、すべて北九州は安
全で問題ないと思っているのか。「施策６ 安心・
安全なまちづくり」で必要があると思うが、全く記
述されていない。

3 ④

７８

　御嶽山の噴火、地震、水害など最近天災に
よるニュースが毎日のように報道され、私たち
が常に危険と隣り合わせである事を実感させら
れる。いつ何が起こるかわからないこの時代、
両親から離れ日中保育園、幼稚園、小・中学
校等で過ごす子ども達の安全はどのように守っ
ていくのか、どの様な危機管理をしていくのか。
この様な問題もしっかり述べる必要があるので
はないか。

3 ④

７９

　子どもたちが安全で楽しく過ごせるプランにし
て欲しい。

　次期子どもプランでは、「施策（６）安全・安心なまち
づくり」において、子どもが安全で楽しく過ごせるような
環境づくりに取り組むこととしています。その内容として
は、子どもの安全・成長に配慮した公園の整備や子ど
もの館・子育てふれあい交流プラザの運営、地域の自
主防犯活動を行う生活安全パトロール対の支援、安
全で歩行者等にも優しい道路整備などを挙げていま
す。これらの取り組みにより、安全・安心を実感できる
まちづくりを進めていきます。

2 ①

８０

　子育て家庭が利用しやすい公園や遊び場の
整備とあるが、公園によっては老人用の器具が
備えてあり、子ども用は鉄棒と滑り台のみであ
る。新規事業として成長に配慮した公園整備に
は、乳幼児の遊具を設置願いたい。公園での
サッカー禁止は明示して欲しい。

　身近な公園においては、地域の意見を聞きながら地
域ニーズに合った公園づくりを行っています。
　その中で、乳幼児向けの遊具の設置やボール遊び
を禁止する看板の設置などの要望があれば、地域と
相談しながら対応することとしたいと考えます。

3 ④

８１

　「ＧＩＳ防犯情報」について、分かりやすく教えて
欲しい。

　自転車盗や車上狙いなど、身のまわりで発生しやす
い街頭犯罪の発生状況を本市ＧＩＳ（地理情報システ
ム）を用いて地図上に表示し、市のホームページ上で
「犯罪情報マップ（仮称）」として提供するものです。

2 ①

　風水害・地震など自然災害への対応は、市民の生
命、身体及び財産に関わることであり、市全体を上げ
て取り組むべき課題です。そこで、北九州市地域防災
計画を策定し、その計画では防災対策の基本的な考
え方として、想定を超える災害に対する減災の考え方
をはじめ、自助、共助、公助の連携、また住民一人ひ
とりに配慮した防災対策を推進しています。ご意見の
幼稚園、保育所、小中学校などの対策としては、災害
に関する情報の提供や避難訓練の実施、災害時にお
ける情報収集・伝達体制の充実などに取り組んでいま
す。
　各施設における安全対策については、私立幼稚園
では学校保健安全法に定める「学校安全計画の策定
等」「危険等発生時退所要領の作成等」など、保育所
では保育所保育指針に定める「災害の備えと避難訓
練」「事故防止マニュアルの整備と事故防止」などの
規定に基づき対応しています。市立幼稚園、小・中学
校では「学校危機管理マニュアル」を適正に更新する
とともに、研修を通して教職員への周知徹底を図って
います。児童生徒に対しては、避難訓練や防災教育
の実施、避難場所の共有等を図る「災害時連絡カー
ド」の配布などを通して、防災意識の向上や地域、関
係者との連携を図っています。
　施設の耐震化については、保育所では昭和56年以
前に建築された施設について、平成27年度までに耐
震診断を終了する予定です。学校施設については、
平成27年度までに耐震化を完了する予定です。これ
らの取り組みを進め、子どもの安全確保に、万全を期
すよう努めてまいります。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

８２

　子ども110番の家が設置してあるが、子どもた
ちはいざという時にどのようにして、子ども110番
の家を頼ったらよいかわからないと思う。地域ご
とにシミュレーションしてみるべきだと思う。

　子ども110番の家については、地域防犯の取組みの
一つであり、本市では、コンビニやタクシー会社、PTA
などさまざまな団体で取り組んでいただいておりますの
で、ご意見の内容については、PTA協議会などにお伝
えします。

2 ④

８３

　子どもが１０歳になるまでは、基本的に誰かが
中心となって、子どもを見守ることができる状況
を維持するサポートが必要だと思う。

　本市では、小学生の放課後の安全な居場所を確保
するため、概ね小学校区ごとに放課後児童クラブを設
置しており、低学年や留守家庭の子どもに限らず、利
用することができます。クラブにおいては、指導員が適
切な遊びや生活の指導を通じて、子ども達の健全育
成に努めています。
　また、地域では、自主防犯活動として、生活安全パト
ロール隊が巡回活動を行っており、子どもをはじめ地
域住民が安全で安心して暮らすことのできるまちづくり
に向けた取り組みを進めていきます。

3 ①

８４

　保育士は国家資格を必要とする専門職にも
関わらず、賃金が全職種の平均年収よりも低
い。離職率は高く潜在保育士が増えるのは当
然と考える。また、同じ内容で公立と私立とでは
賃金の格差が大きく、私立の現場保育士は低
賃金で責任と肉体労働を強いられる。国では平
成29年度に74,000人の保育士不足を見込
み、補助金を投入する予定だが、他職種との格
差は大きく、57万人いるとされる潜在保育士に
は期待はできない。

2 ①

８５

　保育所を増やし、子どものための保育サービ
ス、多様なニーズに応えていく質の高い保育を
目指す反面、保育士の処遇は厳しいものがあ
り、経験豊かな保育士の人材不足やさまざまな
負担が大きく限界があると思う。保育士の状況
にも目を向けていただき、保育士の負担軽減を
強く願う。

2 ①

８６

　限られた保育士の勤務状況でこのような保育
対応するには職員の負担・無理が生じる。保育
士の負担は増すばかりで、保育士の処遇はとて
も厳しいものがある。保育士の現状にも目を向
けてもらい、保育士の負担軽減を強く望む。

2 ①

施策７　幼児期の学校教育や保育の提供 （３２２件）

　保育士の給料が他業種と比較して低いことは大きな
課題である、と認識しています。そこで、平成25年度
から常勤保育士で年額約１０万円給料を上げる事業
を実施しています。また市独自に１歳児の保育士配置
基準を「５人に１人」とすることや、臨時職員の交通費
補助及び臨時職員の日給、時給の補助単価引き上
げも行い、保育士等の処遇改善に取り組んでいます。
　新制度においても、３歳児の保育士配置が「20人に
1人」から「15人に1人」へと改善され加算措置がなさ
れる予定であり、保育士の負担軽減と保育士確保に
効果があるものと考えています。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

８７

　現状でも保育士の確保が出来ないために待
機児童の受け入れができない状況がある。保
育士の確保が出来るのであれば、今でも待機
児童はいなくなるのではないかと思う。

　保育士確保については、市としても保育士を目指す
学生等を対象とした「保育士就職支援事業」や、潜在
保育士を掘り起こす「保育士資格活用研修」等の事
業に取り組んでいます。
　また、現場で活躍されている保育士の処遇や配置
基準の改善にも取り組み、給料アップや負担軽減を
図っています。
　次期プランの下でもこれらの取組みを充実するととも
に、新たに「（仮称）保育士・保育所支援センター」を
開設する等、保育士確保に努め、待機児童解消を目
指します。

2 ①

８８

　保育認定により正規雇用の人は最長１１時間
と延長保育の利用が示されている。この利用時
間設定の明示は、むしろ本来より、必要時間を
超えて不必要なサービスを受けようとする保護
者が生じてこないかと懸念する。そもそも個々
人が保育所に預ける必要時間帯は、勤務形態
がそれぞれ異なるように違ってくる。その必要と
される時間の把握について、サービス提供の名
のもとにスルーしているとしか思えない。平日は
朝７時に登園し、延長して午後７時まで12時間
預け、仕事が休みの日は、親も疲れ、子どもか
ら離れてリフレッシュしたいと願い、休みの日も
いつもと同じように子どもを預ける。この様に保
育所を利用されることは、ネグレクトを作りだす
温床ではないかとさえ危惧する。

2 ①

８９

　標準時間11時間は、朝夕に子どもたちが多く
いる現状では安全保育ができない。また、保育
士の時間差の勤務が厳しくなる。これが、保護
者にとって預けることができるではなく、権利に
なれば育児放棄になると思う。基本的に子育て
は親だということを忘れてはならない。

2 ①

９０

　働きやすい環境、保育園、幼稚園、こども園と
形が違ってきて、より子どもを育てやすく感じら
れるのか。0～２才の一番大切な時期に、10時
間以上も預け働ける環境とは子どもにとってプ
ラスなのか。経済面で働かなくていけない家庭
もある。４～５時間働いてあとは子どもを見たい
という親もいるはず。しかし、現実には、フルに働
かなければ、保育料を引くと手元にはわずか、
そんな子育てと仕事のバランスが難しい制度に
なってきているのではないか。保育士が育てる
ものなのか。いといろな心痛い事件をふり返って
みても、乳幼児期の心の育ちの大切さを感じ
る。心を通わせる時間がつくれるようどこに力を
いれるべきかもっと考えて欲しい。

2 ①

　子どもの育ちにとって、親が子どもと接する時間をしっ
かりと持つこと、家庭で子育てすることは、大変重要で
あると認識しています。一方で、核家族化の進行や共
働き家庭の増加などの社会環境の変化の中で、多様
な保育サービスへのニーズが増大しています。
　本市としては、いずれも重要だと考えており、両施策
のバランスを取りながら効果的に進め、子どもの健や
かな育ちを支えていきたいと考えています。
　また、保護者に対しては、親子でふれあう時間の大
切さなどについて、さまざまな機会を通じてお知らせ
し、啓発を進めていきます。
　なお、普段、保護者と接する機会がある各園におい
ても啓発を進めていきたいと考えています。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

９１

　もうすぐ3歳になる子どもを持つ母親である。
認可保育所を希望したが空きがなく、現在、認
可外保育施設に子どもを預けている。認可外
保育施設にもいろいろあると思うが、優秀な施
設はきちんと評価をして、認可し、助成をしてい
ただくよう希望する。

　子ども子育て支援新制度の下で、認可保育所や認
定こども園への移行を目指す認可外保育施設に対し
て、整備費や運営費を支援する制度があります。ま
た、新制度では新たに、少人数の子どもを保育する地
域型保育事業が創設されます。認可外保育施設が、
基準を満たす場合は、認可・認定施設や認可事業者
となることができます。
　なお、認可保育所には、一時保育という制度があり、
市内では69施設が実施しています。
　また、区役所や児童館等における「親子ふれあい
ルーム」では、専任スタッフが常駐し、子育て相談や
講座の開催、子育て関連情報の提供などを行ってい
ますので、ご活用ください。

2 ①

９２

　保育所の要件のうち、代替施設等の利用によ
り保育が可能であれば、公費が充てられる託児
場所として認め、子育て世帯が必要としている
エリアに託児場所を増設してもらいたい。

　保育所の要件のうち、代替可能な施設として屋外遊
戯場が挙げられます。市の条例で「保育所の付近にあ
る屋外遊戯場に代わるべき場所を含む」位置にあるこ
ととされており、小規模保育を含む地域型保育事業で
あれば設置がしやすいと思われます。
　また、地域のニーズを踏まえて策定される「北九州
市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、地域ごと
の施設の配置状況や児童数を踏まえ、定員の見直し
や施設の適正配置を進めることとしています。

2 ①

９３

　私は障害のある子どもを持つ母親である。子
どもは突然パニックになったり、大声を出したり
するので、市民センターなどの公共施設を利用
するのは困難である。また、転勤で北九州に来
ているので、頼れる人が近くにおらず、子どもは
未就園ということもあり、毎日自宅で子どもと過
ごすことがほとんどである。育児のストレスが溜
まり始めたとき、友人から小倉南区の認可外保
育施設に行こうと誘われた。内心不安があった
が、小倉南区の認可外保育施設のスタッフから
優しく声をかけられ、育児の相談も親身になっ
て聞いていただいた。一時預かりもお願いし、短
時間ではあるが、リフレッシュもできた施設もス
タッフも素晴らしいのに、認可を受けてないので
補助金が出ないのか。多くの人が集まる場所へ
遊びにいけない家庭もたくさんあるこのような施
設は絶対に必要な施設であり、補助金を出して
欲しい。

　子ども子育て支援新制度の下で、認可保育所や認
定こども園への移行を目指す認可外保育施設に対し
て、整備費や運営費を支援する制度があります。ま
た、認可施設又は、認可事業者が、市から確認を受
けた場合は、施設型給付・委託費、地域型給付を受
けることができます。
　また、市内２箇所の直営保育所に、発達の気になる
子どもや育児に不安のある保護者を親子で受け入
れ、遊びや体験、相談を通じて継続して支援をする
「親子通園クラス」を設置しておりますので、ご利用くだ
さい。

2 ①

９４

　転勤族の我々は、いざというときの子どもの預
け先がなく非常に困っている。一時保育制度は
あるが、何度も「定員が一杯です」と断られた。
やっと見つけた保育所では「泣くから迎えに来て
ください」と電話が入った。他の保育所では「食
事を食べないから、今後は預かれません」と言
われた。子どもは初めて預けられた場所で親と
分かれ一人になれば、『泣く』『食べない』は当
たり前である。一時保育制度を公言するのであ
れば、規定どおり預かって欲しい。その改革を
切に望む。

　保育所に慣れていない一時保育の子どもは、不安
感や緊張感を持っているため、可能な限り専任の保育
士が対応するようにし、保護者との情報交換に努める
ことが大切です。保育所は一時保育事業を通して地
域の子育てを支援することとなっています。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

９５

　私は、大学の保育科で、保母、幼稚園の先生
になるための勉強をしている。祖母が認可外の
保育園を立ち上げ、頑張っている姿や地域の
人から慕われているのを見てきた。少子化のこ
となどいろんな話をしてくれる祖母から学んだ。
しかし、祖母の認可外保育園には北九州市か
らの援助がなく、自主運営をしているので、私に
はこの仕事はしないほうが良いと、祖母は反対
している。私たちの夢をつまないで欲しい。保育
士になる希望をつまないで欲しい。

　認可外保育施設については、健康診断や研修代替
の補助等を行い、支援を行っております。また、子ど
も・子育て支援新制度の下で、認可保育所や認定こど
も園への移行を目指す認可外保育施設に対して、整
備費や運営費を支援する制度があります。
　保育士を目指して、大学で学んでいらっしゃるとのこ
とですが、市では保育士を目指す学生の皆さんに対
し、円滑に保育所へ就職できるよう「保育士就職支援
説明会」を開催しています。
　保育士はやりがいのある仕事です。このような機会を
利用し、是非、保育の道に進んでいただきたいと願っ
ています。

2 ④

９６

　認可外保育施設として、設立した19年前か
ら、「子どもは未来、人を育てるという事は、未
来を育てる事」という思いで、保育者と親で力を
合わせて保育を実践している。プランでは、認
可外保育施設が掲載されていない。30園以上
の認可外保育施設が北九州市に存在している
のに、存在していないようなものである。せめて
福岡市並に認可外保育施設の存在を明らかに
して欲しい。

　届出対象認可外保育施設一覧は、北九州市のホー
ムページに掲載しています。
　子ども・子育て支援新制度の下で、認可保育所や認
定こども園への移行を目指す認可外保育施設に対し
て、整備費や運営費を支援する制度があります。ま
た、認可・認定施設又は、認可事業者が、市から確認
を受けた場合は、施設型保育給付・委託費、地域型
給付を受けることができます。
　また、認可外保育施設については、子どもと職員の
健康診断や研修代替の補助を行っています。

2 ①

９７

　全てのとは言わないが、認可外保育施設にも
助成金を出してもらいたい。子どもは皆平等で
あり、利用者の皆さんも税金を同じように払って
いる。保育園に入れればいいのだが、入れない
お子さんの補助は出すべきではないか。

　子ども・子育て支援新制度の下で、認可保育所や認
定こども園への移行を目指す認可外保育施設に対し
て、整備費や運営費を支援する制度があります。ま
た、認可・認定施設又は認可事業者が、市から確認
を受けた場合は、施設型保育給付・委託費、地域型
給付を受けることができます。
　認可外保育施設については、子どもと職員の健康診
断にかかる費用の一部補助や、研修代替の補助を
行っています。

2 ①

９８

　保育園では、7時登園で、18時まで預ける保
護者が多い。特に未満児については、保護者
の正確な勤務時間に応じた保育（預かり保育）
を徹底したシステムにしなければ子ども達に大
変な無理が生じる。

　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられたものです。
　また、子どもの育ちにとって、親が子どもと接する時
間をしっかりと持つこと、家庭で子育てすることは、大
変重要であると認識しています。
　なお、これまで同様、保育の利用にあたっては、保護
者の就労状況を証する書類を提出していただくこととし
ています。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

９９

「概要版P８施策７②」について
　「子どもの生活リズムに十分配慮しながら」とあ
るが、通常保育、延長保育、保護者の休日を
利用し、さらに休日保育も利用している実態が
ある中で、本当に子どものためになっているのだ
ろうか。（休日保育を別の園で利用されると連
携が取りにくい）

　働き方の変化に伴い、休日に保育を希望する保護
者がおられるなど、保育ニーズが多様化しています。
　家庭における子育てと仕事の調和に十分配慮しなが
ら、保護者の多様なニーズに対応した特別保育（休日
保育など）を実施する必要があると考えています。
　また家庭での子育てを支援するため、育児相談や親
子遊び、地域交流など保育所等の機能を生かした取
り組みを一層充実します。

2 ①

１００

　保護者支援、子育て支援を大いにしていく分
には良いと思うが、子どもにとって良い環境で
あって欲しいと願う。保育士も支援をできるだけ
していきたい、細かい部分までしていきたいと思
うので、保育士不足と仕事量の多さなど働きや
すい職場環境作りを並行して行って欲しい。

　保育士確保については、市としても保育士を目指す
学生等を対象とした「保育士就職支援事業」や、潜在
保育士を掘り起こす「保育士資格活用研修」等の事
業に取り組んでいます。
　また、平成25年度から常勤保育士で年額約１０万
円給料を上げる事業を実施しています。また市独自に
１歳児の保育士配置基準を「５人に１人」とすること
や、臨時職員の交通費補助及び臨時職員の日給、時
給の補助単価引き上げも行い、保育士等の処遇改善
に取り組んでいます。
　次期プランの下でもこれらの取組みを充実するととも
に、新たに「（仮称）保育士・保育所支援センター」を
開設する等、保育士確保に努め、待機児童解消を目
指します。

2 ①

１０１

　保育園・幼稚園などが家庭から一歩踏み出
す場である。子どもを見守る目や、先生方の知
識を増やすこと、先生の数を増やすことが必要
である。

　施設長や保育士等の資質向上のため、北九州市社
会福祉研修所において研修を実施していますが、今
後、内容の一層の充実を図ります。
　保育士確保については市としても保育士を目指す学
生等を対象とした「保育士就職支援事業」や、潜在保
育士を掘り起こす「保育士資格活用研修」等の事業に
取り組んでいます。
　また、現場で活躍されている保育士の処遇や配置
基準の改善にも取り組み、給料アップや負担軽減を
図っています。
　今後は、「（仮称）保育士・保育所支援センター」を開
設し、保育士確保に努め、待機児童解消を目指しま
す。

2 ①

１０２

　保育士確保に悩んでいる施設であるが、３月
までに園児数にあった保育士を確保するが、４
月は０才児が１～２名で、保育士５名が自宅待
機となる。その保育士は、生活ができないので
他の企業に流れていく。保育士の安定雇用をし
ない限り、待機児童解消はできないと思う。

　本市では、年度当初に児童数が減少した際、保育
所が保育士配置基準を超えて正規保育士を雇用し
続ける場合に、その雇用費を一定期間、半額補助す
る「入所児童欠員対策補助」という制度があります。 2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１０３

　保護者が全て園任せで、長時間保育などに
より子どもに負担がかかるのではないか。また、
2・3号の認定を受けることで、保護者の就労状
況に関わりなく保育園を利用できるので、働く保
護者から見ればすごくいいかもしれないが、週２
～３日パートで働いている保護者なども中には
いるので、預けっぱなしの保護者も増えると思
う。保育士の仕事も増え、過酷化し、保育士不
足の原因になるのではないか。

　新制度においても、これまで同様、保育所での保育
を利用しようとする場合には、就労等の保育を必要と
する事由に該当しなければなりません。
　その上で、就労状況等により、「保育の必要性」が認
定され、子どもは「保育標準時間」と「保育短時間」に
区分されます。「保育標準時間」だと最大で11時間預
けることが可能となりますが、原則的な保育時間は８
時間であり、保育所の負担増にならないよう、現行と
変わりがないことを周知することとしています。
　新制度においても、３歳児の保育士配置が「20人に
1人」から「15人に1人」へと改善され加算措置がなさ
れる予定であり、保育士の負担軽減と保育士確保に
効果があるものと考えています。

2 ①

１０４

　保育時間が8時間であったものが、11時間と
もなれば、親子の時間がさらに少なくなり、親子
関係も希薄なもの隣、将来が不安になる。保育
士の働く時間が1日8時間、週40時間が労基法
に定められているが、11時間労働になれば、週
66時間となり、この差である26時間はどのように
解決していけばいいのだろうか。若者が保育士
を目指してくれるだろうか。

　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられました。
　また、原則的な保育時間については、これまでどおり
８時間とされています。
　なお、保育短時間の時間設定や、保育士の勤務シ
フトは、各運営主体で決めていただくことであり、特に保
育士の労働時間については、労働基準法の範囲で、
工夫を凝らして取り組んでいただきたいと考えていま
す。

2 ①

１０５

　今でさえ、1日8時間以上、園にいることがある
のに、1日11時間ともなると、早出・遅出・中出
などのローテーションが必要になってしまうこと
や、保育士の健康にも害が出てくると思う。毎日
笑顔で子どもと向き合うことができなくなり、子ど
もたちの中にも今よりもっと愛情不足の子が出て
くると思う。そして、親も子どもを育てる喜びや楽
しさを感じることがなくなってしまうのではないか
と思う。

　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられたものです。
　また、子どもの育ちにとって、親が子どもと接する時
間をしっかりと持つこと、家庭で子育てすることは、大
変重要であると認識しています。一方で、核家族化の
進行や共働き家庭の増加などの社会環境の変化の
中で、多様な保育サービスへのニーズが増大していま
す。
　本市としては、いずれも重要だと考えており、両施策
のバランスを取りながら効果的に進め、子どもの健や
かな育ちを支えていきたいと考えています。
　保護者に対しては、親子でふれあう時間の大切さな
どについて、さまざまな機会を通じてお知らせし、啓発
を進めていきます。
　なお、普段、保護者と接する機会がある各園におて
も啓発を進めていただきたいと考えています。

4 ③
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１０６

　保育所での障害のある子どもの受入れについ
ては、軽度だと保育に参加して子どもにとっても
良いが、重度となると子どもがかわいそうにな
る。一般の子どもとの生活に無理があり、子ども
が疲れると思う。

　本市では、保護者の就労支援等を目的に、平成２２
年度より重度障害児の受入を行っております。受入の
前には、保護者からの聞き取り、専門機関と連携して
の児童の観察等を行ったうえで、受入が可能がどうか
の判断をするために、療育機関担当者、主治医、区
役所の担当者、保育課の担当者等で、入所検討会議
を実施して慎重に入所に向けて手続きを行っておりま
す。
　入所後も年度末に、保護者、保育所（園）長、区役
所、保育課で４者で、保育の状況、児童の健康状態
等について協議を行っております。
　また、今後も、重度障害児担当者会議、、施設実
習、施設見学等を実施し、重度障害児への対応でき
る体制づくりにも取り組んでまいります。

2 ①

１０７

　障害児を保育園で預かりみているが、専門職
ではないので受け入れが難しいこともある。障害
児には専門の先生、担当保育士等と関わり過
ごすことで、その子にとってもいいと思うので、受
け入れる施設を増やすといいと思う。

　本市では、障害のある子どもの成長を支え、また保
護者の子育てを支援するため、幼稚園、保育所等に
おける障害児保育の充実に取り組んでおります。今後
とも、子どもの発達に応じた適切な支援を行えるよう専
門機関との連携の強化に努めてまいります。また、障
害のある子どもの対応について、引き続き専門研修等
も行っていきます。

2 ①

１０８

　障害児の受入れも、現状の保育士の人数で
は、とても厳しいものがあると理解しているのか。

　障害児の受入や保育士確保の状況については、認
識しております。
  障害児の受入については、各保育所で受入れた子
どもの発達に応じた適切な支援を行えるよう専門機関
との連携の強化に努めてまいります。また、障害のある
子どもの対応について、今後も専門研修等行っていき
ます。
  保育士確保については、市としても保育士を目指す
学生等を対象とした「保育士就職支援事業」や、潜在
保育士を掘り起こす「保育士資格活用研修」等の事
業に取り組んでいます。
　また、現場で活躍されている保育士の処遇や配置
基準の改善にも取り組み、給料アップや負担軽減を
図っています。
　次期プランの下でもこれらの取組みを充実するととも
に、新たに「（仮称）保育士・保育所支援センター」を
開設する等、保育士確保に努め、待機児童解消を目
指します。

2 ①

１０９

　 一時保育、特定保育の子どもで療育に繋げ
なければならない子どもについての対応をどの
ように進めていけばよいのか。特定保育の子ど
もが２人も療育に繋げる事が望ましい場合、ど
のような対応がとれるのか。

　市内には、０歳から就学前までの子育ての悩みや不
安に対して、各区役所保健福祉課の子ども・家庭相
談コーナー、健康相談コーナー、北九州市総合療育
センター、子ども総合センターなど、様々な相談・支援
機関がありますので、ご案内ください。
　また、市内２箇所の直営保育所に、発達の気になる
子どもや育児に不安のある保護者を親子で受け入
れ、遊びや体験、相談を通じて継続して支援をする
「親子通園クラス」を設置しておりますので、ご案内くだ
さい。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１１０

　保育士は、子どもたちの育ちに関わらせてい
ただき、頑張っている。保育士の存在をもっと認
めて欲しい。

　保育所は子どもが安心して過ごせる最もふさわしい
生活の場であり、,保護者支援等においても重要な役
割を担っています。子育て支援をするための取り組み
や保育士の処遇改善については、保育関係者の皆様
の協力を得ながら進めたいと思っています。

2 ①

１１１

　女性が社会において、必要な人材として責務
の担うためにも、子どもの保育・養育する機能は
大切である。しかし現状では、保育士の不足も
大きなマイナスとなっている。保育士の役割を
理解した評価がなければ、新しい人材の育成は
難しい。これらを十分の考慮し、過去の待機児
童を踏まえたプランが必要だと思う。

　保育士確保については、市としても保育士を目指す
学生等を対象とした「保育士就職支援事業」や、潜在
保育士を掘り起こす「保育士資格活用研修」等の事
業に取り組んでいます。
　また、保育所は子どもが安心して過ごせる最もふさわ
しい生活の場であり、保育士はやりがいのある仕事で
す。子どもの最善の利益を考慮した子育て支援をする
ための取組みや保育士の処遇改善の施策が、新たな
人材育成につながります。保育関係者の皆様の協力
を得ながら進めたいと思っています。

2 ①

１１２

　保育所、認定こども園の場合、保護者の就労
等がフルタイムかパートタイム就労かによって最
大利用時間が異なるようであるが、頻繁に職場
が変わる人（派遣社員など）については、時間
認定について若干の猶予（何ヶ月等）はあるの
か。もし、無いのだとしたら、利用時間が頻繁に
変わるとなると、子どもの受け入れ側（保育所
等）も落ち着かずカリキュラムが立てにくい。利
用時間によってクラスを分けなければいけない
のではとも思う。そういう対応が果たして可能な
のか。

　保護者の就労状況に変化があった場合、これまでど
おり、その都度、届出をしていただくことになりますが、
変化の状況によっては、支給認定（「保育標準時間」
と「保育短時間」の区分）も変更になる場合がありま
す。
　なお、月途中で「保育標準時間」と「保育短時間」の
変更に該当する就労状況の変更があった場合、その
翌月からの適用となる予定です。

2 ④

１１３

　保育時間を11時間と8時間に分ける必要性
があるのか、疑問に思う。
　保育時間を11時間、8時間に設定するのであ
れば、時間指定を園側（市側）がしておかなけ
れば、収拾がつかなくなる。11時間であれば7
時から18時まで、8時間であれば9時から17時
と決めるべきだと思う。

　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられたものです。
　なお、保育短時間認定の子どもの利用時間について
は、施設ごとに一律の時間帯を設定していただくことに
なります。

2 ①

１１４

　8時間、11時間の保育は、タイムカードで時間
を計るのか、１分でも過ぎると延長料金が発生
するのか。9時から17時までが8時間だが、9時
から仕事の方が多く、ほとんどの親が延長料金
を払わなければならないと思う。

　延長保育の料金については、保育短時間と保育標
準時間の区分も踏まえたうえで、今後検討してまいり
ます。 2 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１１５

　保育中であっても、時間になったらそこで打ち
切りとなる。行事に向けての取り組みを行ってい
る場合は特にその可能性が高くなる。

　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられました。
　また、原則的な保育時間については、これまでどおり
８時間とされています。
　なお、保育短時間の時間設定は、各運営主体で決
めていただくことですが、行事に向けての練習等は、時
間設定に工夫を凝らして取り組んでいただきたいと考
えています。

2 ①

１１６

　弁当の子ども、給食の子どもが一緒に食事を
するのか。

　認定こども園においては、保育認定（2号・3号認定）
の子どもについては食事の提供を行うことが必要です
が、教育標準時間認定（1号認定）の子どもについては
任意となっています。
　従って、認定こども園によっては、弁当持参の子ども
と給食の子どもが、一緒に食事をすることもありえま
す。

2 ①

１１７

　安心して子どもを産み育てることができるよう
に、病児保育施設の充実・規模の拡大、病児
保育施設の受入人数の拡大をお願いしたい。

　共働き世帯が増加する中、仕事の都合などにより自
宅での保育が困難な病気中・病気回復期の児童を預
かる｢病児・病後児保育｣に対する保護者ニーズは高
く、現在、市内10箇所で事業を実施しています。
　今年度中に小倉南区でさらに1箇所を予定していま
す。
　来年度以降についても、実際の利用状況や保護者
ニーズを踏まえながら、新規開設を検討します。
　加えて、企業等の事業者に対して、仕事と子育て等
との両立への理解促進や働きやすい職場環境づくりを
働きかけます。
　詳しくはホームページや「病児・病後児保育のてび
き」などでご確認のうえ、どうぞご利用ください。

3 ①

１１８

　病児・病後児保育の充実はどうなのか。病気
のときこそ、心身ともに親を必要とする。子ども
の看病よりも、親のニーズを優先し、子どもが健
やかに育つのか。休日保育は民間保育所がし
ている。市立の施設では対応が難しいのか。

　仕事の都合などにより自宅での保育が困難な病気
中・病気回復期の児童を預かる｢病児・病後児保育｣
は、現在、市内10箇所で事業を実施しています。
　子どもの育ちにとって、親が子どもと接する時間をしっ
かり持つこと、家庭で子育てすることは、大変重要であ
ると認識しています。一方で、核家族化や共働きの増
加など社会環境の変化の中、子どもが病気であって
も、どうしてもあずけなければならない保護者の方もお
り、多様な保育サービスの実施へのニーズが増加して
います。
　本市としては、いずれの取り組みも重要だと考えてお
り、両施策を効果的に進め、保護者に対しては、親子
でふれあう時間の大切さなどについて、さまざまな機
会を通じてお知らせし、啓発を進めていきます。
　休日保育については、現在７か所で実施しています
が、現状維持の予定です。なお、市立の施設では、八
幡東さくら保育所で実施しています。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１１９

　病児・病後児保育を保育所ですることは可能
だろうか。職員確保もあるし、子どもの病気が悪
化することもある。病気の時は子どもも不安にな
る。親のニーズを優先するのではなく、子どもの
視点の考えが必要なのではないか。

　共働き世帯が増加する中、仕事の都合などにより自
宅での保育が困難な病気中・病気回復期の児童を預
かる｢病児・病後児保育｣は高い保護者ニーズがありま
す。なお、本市の病児・病後児保育は、緊急時に迅速
に対応するため、医療機関併設型としており、保育所
への併設はありません。

2 ①

１２０

　病児に対する対応が、預かってくれるところが
増えるのはありがたい気持ちもあるが、それより
も病気の子どもを母親がみられる環境にして欲
しい。

　保護者が子育てに向き合えるよう、長時間労働の抑
制や年休の取得促進等の働き方の見直しを企業等事
業者に働きかけていきます。

2 ①

１２１

　延長保育は、母子家庭A、B階層も有料にす
べきと思う。書類上の母子家庭があり、厳しく
チェックする必要がある。

　延長保育は、利用申込み時に勤務証明書を提出い
ただく等、利用可能かどうかを所長（園長）が判断する
こととなっています。また保護者負担額は世帯の収入
により決定されることとなっています。

3 ①

１２２

　台風などで幼稚園、小・中・高校が休みの
時、保育所だけが開いていて、子どもも職員も
危険ではないかと思う。こんな安全面の問題を
考えて欲しい。

　保育所は児童福祉法（昭和22年法律第164号）を
はじめとする法令に基づく児童福祉施設です。保護者
の就労、疾病、介護等、保育に欠ける子どもを保育す
ることを目的とするとされており、台風時などであって
も、就労その他の理由で、家庭で子どもを保育すること
ができない方がいることから、保育所を開所しておく必
要があると考えています。
　なお、児童の安全については、最優先に対応する必
要があることから、これまでも各施設に対し、最新の気
象情報の把握、暴風で飛ばされそうなものを屋外に置
かないこと、保護者への連絡体制を確認し、必要に応
じ、早めのお迎え協力依頼をすること、掲示物を利用
した保護者への周知徹底、などをお願いしているところ
です。

3 ③

１２３

　保護者も勤めているのであれば、保育士も同
じである現状は大変厳しい中で、日々子どもた
ちを預かり、親の代わりに愛情を込めて日々が
んばっている。働く意味では保護者となんら変
わらないと思う。今子どもたちに必要なことを、
現場で働く人達の声をよく聞いて欲しい。保護
者の立場だけでなく、保育現場を知り、理解が
必要だと思う。

　保育課職員は、保育現場を知るため、日ごろから現
場の様々な意見を聞きながら仕事をするよう心がけて
います。また、保育現場以外でも協議する場を設定
し、積極的な情報交換を行っています。 2 ④

１２４

　来年度から、保護者（園児）の受け入れ条件
に、勤務時間が２時間から可能とのことである
が、その条件では親子両方に良くないと思う。
せめて現状の４時間以上にして欲しい。

　保育の利用についての現行の要件は、就労月６０時
間ですが、この時間数については、現状維持の予定で
す。
　なお、支給認定は月の就労時間で判断するため、月
のうち、ある１日が２時間の就労であっても、月６０時間
以上の就労であれば、認定を受けることができます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１２５

　入所条件の見直しをして欲しい。本当に必要
としている子どもが入れない状況ではないか。

　入所条件については、保護者が家庭で子どもを保育
することができない事由（就労や疾病など）を、内閣府
令で定めたものです。
　また、利用調整については、これまでの選考基準を
細分化し、より実態が反映されるような基準に改正す
る予定です。

3 ①

１２６

　学校教育法に基づく教育と保育における教育
について、定義を基本的にどのようにとらえてい
るのか示して欲しい。

　学校教育法に基づく教育とは、学校教育法第２５条
に規定する「幼稚園教育要領」に基づく教育と認識し
ています。
　また、保育における教育とは、厚生労働省告示第１
４１号に規定する「児童福祉施設最低基準」第３５条
に基づき「保育所保育指針」に保育の内容として「養
護」とともに定められた「教育」と認識しております。

2 ①

１２７

　幼稚園と保育所とでは、それぞれの機能や目
的、子どもの発達段階に合わせた保育や環境
に大きな違いがあるが、教育・保育要領でまと
めてしまうと、基本理念の中にある「全ての子ど
もが健やかに成長し」という狙いは具体性に欠
けると思う。

　幼稚園においては、「幼稚園教育要領」、保育所に
おいては、「保育所保育指針」に基づき、それぞれ学
校教育及び保育を実施しています。
　認定こども園においては、幼保連携型認定こども園
は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基
づき、その他の認定こども園は、「幼保連携型認定こど
も園教育・保育要領」を踏まえるとともに、幼稚園教育
要領及び保育所保育指針に基づき教育・保育を実施
することとされています。
　市としては、幼稚園、保育所、認定こども園が、各要
領、指針に定める目標等を確実に達成できるよう必要
な支援等に努めてまいります。

2 ①

１２８

　連携、充実、向上と前向きな言葉がたくさん
出て来ているが、保育園での保育の現状を把
握していない、できていない点が伺える。保護
者の支援はあっても、保育士の保護が見えな
い。私たちは朝７時から夕方19時まで時差出
勤をしている状態で、ほとんどの子どもが朝早く
から夕方遅くまで保育園で生活するとなると、
人数が多すぎて、とうてい質の高い保育はでき
ない。質の向上どころか、子どもたちの生活すら
おろそかになってしまう。

　保育所は子ども達だけでなく、保護者支援、地域の
子育て支援など、子育てに重要な役割を担っていま
す。質の高い保育を実施するには、保護者も保育士
も、そして何より子どもが心地よく過ごせることが大切で
す。今後も子どもが安心できる保育所保育の実践のた
め、努力してまいりたいと思います。

2 ①

１２９

　保護者にとって、何が大切で、子どもに良いの
かと思った。保育標準時間が11時間ということ
で、朝早くから夕方までとなると、保育士が時差
で出勤しているので、保育の質が充実されない
ように思う。子ども一人一人の育ちを大切に関
わっていく保育が出来なくなるような不安があ
る。「保育は北九州から」と頑張ってきたのにと
悔しい思いである。

　新制度では、保護者の就労状況により、「保育標準
時間」または「保育短時間」のいずれかに認定されるこ
とになりますが、開所時間はこれまでと変わりません。
　子どもの育ちにとって、親が子どもと接する時間をしっ
かり持つこと、家庭で子育てすることは、大変重要であ
ると認識しています。一方で、核家族化や共働きの増
加など社会環境の変化の中で、多様な保育サービス
の実施へのニーズが増加しています。
　本市としては、いずれの取り組みも重要だと考えてお
り、両施策を効果的に進め、保護者に対しては、親子
でふれあう時間の大切さなどについて、さまざまな機
会を通じてお知らせし、啓発を進めていきます。
　また、保育の質の低下をきたさないよう、保育士の処
遇改善や配置基準の改善にも取り組んでいます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１３０

　幼稚園の預かり保育と保育所の延長保育は、
保護者の立場からすると預かってもらえるという
共通部分はあるにしても、内容でみると根本的
には異なる部分は大きいと思われる。そのた
め、制度の内容や補助金の支給についてよく吟
味する必要があると思う。

　私立幼稚園における預かり保育は、幼稚園教育要
領に基づき実施しており、地域の実態や保護者の要
請により教育課程に係る教育時間の終了後等に希望
する者を対象に行う教育活動として行っているもので
す。
　また、幼稚園の目的の達成に資するため、幼児の生
活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における幼
児期の教育の支援に努めることとされています。
　子ども・子育て支援新制度において実施する「地域
子ども・子育て支援事業」における「一時預かり事業
（幼稚園型）（仮称）」においては、配置する職員は、幼
稚園教諭または保育士とし、子どもの年齢に応じた配
置基準及び面積基準も設定する予定としています。
　なお、　私立幼稚園が行う預かり保育については、福
岡県からの私学助成（特別補助）か、北九州市が平
成27年4月から実施する「一時預かり事業」かのいず
れかを選択することができることとされています。
　なお、市が実施する一時預かり事業については、国
の基準を踏まえ、補助制度全般の検討を行う予定とし
ています。

2 ①

１３１

　園の利用料の設定が自由になればなるほど、
親の経済事情がそのまま子ども世代に反映し、
経済格差が固定化しかねないという心配もあ
る。

　子ども・子育て支援新制度における保育料について
は、世帯の所得の状況等を勘案して、国が定める水
準を限度として市が設定することとなっています。

2 ①

１３２

　9:00～17:00までの８時間保育では、9:00か
らの仕事が多い中、通勤時間が延長保育とな
るのではないか。収入が多い方はお金を払えば
いいと思っているかも知れないが、母子家庭な
どは、もしお金が発生するとしたら、困るのでは
ないかと思う。

　保育料については、今後定めていくことになります
が、収入等に応じた保育料となることが、国の基準で
定められています。延長保育の料金については、保育
短時間と保育標準時間の区分も踏まえたうえで、今後
検討してまいります。

2 ④

１３３

　本市の幼児期の学校教育・保育、地域の子
育て支援の量の拡充は本当に可能なのだろう
か。また、質の向上も進めるとあるが、保育士の
確保、育成は的確に行えるのか。

　子ども・子育て支援事業計画では、幼稚園、保育所
に加えて、認定こども園の普及を図るとともに、小規模
保育等の地域型保育を推進し、教育・保育の場を確
保していきたいと考えています。
　また、保育士の確保に向けて、資格取得見込の学
生等を対象とした就職支援説明会や、潜在保育士の
掘り起こしを狙った保育士資格活用研修等を実施す
るとともに、北九州市社会福祉研修所での研修内容
の一層の充実を図り、保育士の育成に努めてまいりま
す。

2 ①

１３４

「概要版 Ｐ８、施策７①保育の量の確保と教
育・保育の質の向上」について
　年間を通した待機児童の解消を図るとある
が、ただ待機児童をゼロにしたいために無理に
「一園に対して子どもの人数を増やす」「新しい
園を作る」というのは、やめてもらいたい。つめこ
み、押し込み保育になってしまう。逆に子どもや
保育士が負担になるだけ。

　既存の保育所については、保育室の面積基準や保
育士の配置基準を遵守した定員の見直しを行いま
す。また、既存の保育所の定員増だけでは提供体制
の確保が図れない区域については、保育所の新設等
により保育の量の確保を図ってまいります。 2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１３５

　上の子どもが通っている保育所に下の子ども
も入れたかったが、定員がいっぱいで入れず、
非常に遠方の保育所を紹介された。しかし、２
人の送迎時間と勤務時間が合わず、仕事を辞
めざるを得なかった。待機児童が多く保育所の
機能を果たせていないのではないか。

年間を通じた待機児童の解消に向けて、「子ども･子
育て支援事業計画」を定め、更なる施設や事業の整
備を進めてまいります。
また、新制度では、兄弟姉妹児の入所について、優先
度を更に上げることも検討してまいります。

2 ④

１３６

　保育所があるから働くことができることは分か
るが、働いていない母親や保育料を納められな
い家庭などはやめてもらい、待っている児童（ど
うしても働かなくてはいけない）などを入所させ
たほうが良いのではないか。

　仮に保護者が保育料を滞納していたとしても、当該
児童を強制的に退所させることはできません。なお、
支払能力がありながら滞納を続けている保護者につい
ては、差し押さえなどの滞納処分を出来ることになって
います。
　また、保育の利用にあたっては、保護者の就労状況
を証する書類を提出していただくこととしています。

2 ③

１３７

　認定こども園に対しての基準が、現在ある基
準を満たさなくても運営できるのか。もし、そうで
あれば、保育の質がどんどん低下していくので
はないか。

　幼保連携型認定こども園は、幼稚園または保育所
の高い水準を引き継ぐこととされ、国基準を踏まえな
がら、市の独自基準を設定し、本年9月議会において
条例を制定しています。（平成27年4月1日施行予
定）
　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、福
岡県からの権限移譲を受け、国基準を踏まえながら、
市の独自基準を設定し、本年12月議会で条例を制定
する予定です。（平成27年4月1日施行予定）
　いずれの認定こども園についても、国の基準を踏まえ
ながら、市の独自基準を設定することとしており、教
育・保育の質の確保を図ることとしています。

2 ①

１３８

　平成29年度には、待機児童の解消が示され
ているが、認定こども園に入園するにあたり、１
号希望者が増え、2号希望者が入園できなくな
るという事態は起きないのか。

　認定こども園の利用定員は、1号と2号を区分して設
定する必要があります。
　設定にあたっては、施設からの申請に基づき、実績
や今後の見込みなどを踏まえて行ってまいります。

2 ①

１３９

　「全ての子どもと家庭を支える視点」とあるが、
認定こども園の普及により、保育園に入れない
３歳未満児の待機児童を減らす内容となって
いるが、就労に関係なく利用できるとすると、利
用する保護者が増え就労のために利用したい
家庭が、待機となる可能性はないのか。

　認定こども園において、保護者の就労等の状況にか
かわりなく利用できるのは、満3歳以上の子どもとなっ
ており、満3歳未満の子どもについては、就労等により
保育が必要な子どもとなっています。
　認定こども園への移行については、幼稚園、保育所
等の事業者の意向を踏まえて検討することとしており、
市としては、待機児童解消に向け、さまざまな方法に
より取り組んでいくこととしています。

2 ①

１４０

「概要版 Ｐ８、２(7)②幼稚園、保育所等におけ
る障害児保育の充実」について
　【主な事業】で、「保育所での」としか書いてな
いが、何か意味があるのか。

　概要版のため、２事業のみの掲載となっております
が、他にも「幼児教育の振興（特別支援教育推進事
業分）」「幼稚園・保育所等から小学校・特別支援学
校への連絡体制・情報共有機能の強化」などの事業
を行い、障害児保育の充実に努めます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１４１

「概要版 Ｐ１３、4(14)②保育所等での障害の
ある子どもの受け入れや保育内容の充実と、小
学校等入学時の情報伝達の強化」について
　保育所等としか書かれてないが何か意味が
あるのか。

　保育所等については、保育所、幼稚園、認定こども
園や家庭的保育事業者等（小規模保育事業、家庭
的保育事業など）を示しています。 2 ①

１４２

　新たに認定こども園ができ、希望する園に直
接利用申し込みをすることになると、「手がかか
る子ども」とみなされた場合、希望する園に入
れない子どもが出てきたり、不利となったり、ま
た人気の園では申し込みが多くなったり、どちら
にしても園が子どもを選ぶ形になるので、おかし
いと思う。

　認定こども園については、子ども・子育て支援新制度
実施後も、保護者が希望する施設に直接利用を申し
込み、契約に基づき利用を開始することとなっていま
す。（保育認定の子どもは市の利用調整後に契約）
　新制度においては、契約に先立って、認定こども園
は、保護者に対して、必要な情報を事前に説明し、同
意を得ることとされています。
　そのうえで、認定こども園は、保護者から正式な申込
みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒
んではならないとされています。
　市としては、認定こども園における必要な情報を広く
公表するなど、保護者が適切に施設を選択できるよう
努めてまいります。

2 ①

１４３

「概要版 Ｐ１５、教育・保育の量の見込みと確
保の方策」について
　子ども・子育ての状況や保育需要の動向を見
据えながら、多様な保育施設や事業が増えて
いくことが考えられる。その中で、我が民営保育
所が安定した運営と経営をどのように図ったら
よいのかプランの中で具体的に示してほしい。

　民間保育所の運営と経営について、プランの中で具
体的に示すことは考えておりませんが、プランの次期
計画案では、「多様なニーズに応えながら、子どもの健
やかな成長を支える質の高い幼児期の学校教育・保
育の提供」を施策の方向性として示しています。

2 ③

１４４

「概要版Ｐ１８ 認定こども園の普及」について
　目標設置数が27施設となっているが、今ある
保育施設はそのままで、小学校、幼稚園の空
き教室を利用するなどの対応を取ることはでき
ないのか。目標設置数にとらわれすぎないでほ
しい。

　認定こども園の目標設置数は、現段階での事業者
の意向調査等に基づき設定しています。
　市としては、幼稚園・保育所等の事業者の意向を十
分踏まえ、移行を希望する幼稚園・保育所等に対して
円滑に移行することができるよう支援したいと考えてい
ます。
　また、空き教室を利用した小規模保育事業への支
援などを実施します。

2 ①

１４５

　保育施設で保育標準時間を保護者が利用す
るとなった場合、今まで親子参加で午前中に終
わっていた親子遠足や運動会、お遊戯発表会
の後も利用時間まで子どもを預からないといけ
なくなるのか。

　これまでと同様の運用になるものと考えています。

2 ①

１４６

　時間が延びると料金が加算されるので、保護
者とコミュニケーション（その日の子どもの様子
を伝えたり、相談に乗ったりなど）の時間がとれ
なくなる。親育ち、保護者支援の妨げになるの
ではないか。

　新制度においても、これまで同様、原則的な保育時
間は８時間で変わりません。したがって、保護者とのコ
ミュニケーションの時間がとれなくなり、親育ち、保護
者支援の妨げになるとは考えていません。

2 ①

１４７
　利用時間による職員配置はどうなるのか。そ
れによる子どもの安全の確保の保障はできるの
か。

　職員配置については、法令に則り、子どもの安全確
保にも支障がないように、各運営主体において実施し
ていただきます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１４８

　少子化が進んでいる中、保育所等の待機児
童がどうなっているのか知りたい。

　本市においては、平成23年度以降、年度当初の保
育所待機児童は0人となっていますが、年度中途には
待機児童が発生し、本年3月には318人となっていま
す。また、待機児童を含めた未入所児童も、本年3月
には1,230人となり、いずれの数値も過去最多で、待
機児童数については前年同月と比較して、100人以
上増えている状況です。

2 ④

１４９

　育休をとっているのに、子どもを預けに来てい
る保護者がいるのはよくないと思う。厳しいかと
思うが、育休中は保育園を退園させる地域もあ
るので、統一して欲しい。待機児童もたくさんい
る地域もあるのできちんとして欲しい。

　本市では、保護者が育児休業することとなった場合
に、休業開始前既に保育所に入所していた児童につ
いては、次年度に小学校への就学を控えているなど入
所児童の環境の変化に留意する必要がある場合や、
当該児童の発達上環境の変化が好ましくないと思料
される場合には、児童福祉の観点から継続入所する
ことができる取扱いとしています。

2 ③

１５０

　仕事に就いていない保護者が保育所を利用
することがある。仕事に就いている保護者が待
機しているのはおかしいと思う。

　児童の入所時には就労していた保護者が、その後離
職するケースはあります。そのため、本市では、年１回
要件確認を行っているところです。

2 ④

１５１

　幼保一本立、認定こども園の政策がよく理解
できない。

　幼保連携型認定こども園は、新制度においては学校
かつ児童福祉施設として位置付けられ、幼稚園又は
保育所の高い水準を引き継ぐこととされています。
　幼保連携型認定こども園を含めた認定こども園は、
幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労
状況等に関わりなく、子どもを柔軟に預かることができ
る施設であり、教育・保育施設の利用状況や利用者の
希望とともに、幼稚園、保育所等事業者の意向などを
踏まえ、認定こども園への移行支援・普及に努めたい
と考えています。

2 ①

１５２

　気になる子どもの増加に伴い、区役所での申
し込みの際の面接とチェックの強化をお願いし
たい。保護者の希望を優先すると保育現場が
混乱する。入所後にその子に応じて、「わいわ
い相談」や「療育センター」を薦めても拒否さ
れ、適切な支援ができない。

　保育所入所申込の際は、母子健康手帳の健診結
果の確認や保護者への聞き取りにより、児童の健康や
発達の状況の確認を行っています。加えて、児童の状
況に応じて、児童相談所での判定や医療、療育機関
での受診の案内をしております。すでに、専門機関との
関わりのある場合は、これまでの経過や手帳等の確認
を行い、状況の把握に努めております。
　また、乳幼児期は、障害受容に至るまでの保護者の
不安や悩みが大きいため、それを支える相談・支援体
制づくりも必要だと考えております。

2 ①

１５３

　質の高い幼児期の学校教育や保育の提供と
あるが、質の高い学校教育とはどんな教育なの
か。具体的に示して欲しい。

　「幼稚園教育要領」に基づく教育の実践を基本とし、
学校評価等により、質の向上を図ることを想定してい
ます。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１５４

　「子育て支援コーディネーター事業」につい
て、知らない人が多いのでは。知らせる方法
は。

　子育て支援サロン“ぴあちぇーれ”は、保育士や看護
師等のコーディネーターを配置し、年に１０回開催の育
児講座の案内等、市政だよりやホームページに掲載し
ています。また、子育て電話相談や面接相談なども実
施しており、各区役所や市民センター等に案内リーフ
レットを配置しています。

2 ①

１５５

　保育所の一時保育の利用は午前9時からと
なっているが、パート就労などでは遅いと思う。
官公庁、医療機関は9時にはもう開いている。
午前8時代から利用できるようにして欲しい。

　一時保育は、保護者等のパート就労などにより家庭
における保育が断続的に困難となる児童を保育するも
のであり、平成２年から始まりました。保育時間は原則
として、午前９時から午後５時までとなっております。こ
の時間は実施要綱に明記されており、今のところ改定
する予定はありません。

3 ③

１５６

　直営保育所について、特別な支援を要する
子どもの家庭の支援を行う機能の強化とある
が、保育についても、様々な実践を行い、見本
となるようお願いしたい。

　現在、直営保育所においては、統合保育の可能な
重度の障害のある子どもの受け入れや、発達が気に
なる子どもと保護者の支援を行う「親子通園事業」な
どに取り組んでいます。
次期プランにおいても、引き続き、これらの取組を進
め、特別な支援を要する子どもや家庭の支援を行うな
どの機能強化を図ります。

3 ④

１５７

　幼児期の保育を大切にして欲しいのに、教育
を主としている。また、保育と教育を一緒に考え
てよいのかと不安に思う。

　幼児期は、知的・感情的な面でも、また人間関係の
面でも日々急速に成長する極めて重要な時期です。
この時期に子どもの育ちを支える主な施設としては、認
定こども園、幼稚園、保育所などがあります。これらの
施設では、それぞれの役割や機能を踏まえ、「幼保連
携型認定こども園教育・保育要領」「幼稚園教育要
領」「保育所保育指針」などに基づき、『基本的な生活
習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと』
『人に対する愛情や信頼感を育て、自主、協調の態度
を養うこと』『言葉への興味や関心を育て、喜んで話し
たり、聞いたりする態度や豊かな言葉を養うこと』などに
取り組んでいます。子育て家庭は、家庭の状況やその
考えに基づき、利用する施設を選択しています。
　子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や
保育の質の向上や量の拡大を図ることで、子育て家
庭の考えに基づき、これらの施設等を利用できるよう
にするもので、ご意見の「教育を主とする」「保育と教育
を一緒に考える」とは異なるものだと考えています。

2 ①

１５８

　加配保育士の配置・保育士定数などを見直
し、子どもへもっと手厚い保育ができるようにし
てほしい。

　１歳児の「５：１加配」や、障害児や食物アレルギーを
有する児童がいる保育所に対しての加配、代替職員
の雇用補助や産休代替雇用補助などの制度は、国の
基準を上回る市独自のものです。
　新制度においても、３歳児の保育士配置が「20人に
1人」から「15人に1人」へと改善され加算措置がなさ
れる予定であり、保育士の負担軽減と保育士確保に
効果があるものと考えています。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１５９

　「保育士・保育所支援センターの開設・運営」
とあるが、何をするところなのか。どのように運営
されるのか。どのような事を支援されるのか、機
能はどのようなものか具体的に知りたい。

　（仮称）保育士・保育所支援センターでは、保育所へ
の就職を希望する求職者（保育士）と雇用者（保育
所）双方のニーズを調整して、保育士の人材確保を図
ります。
　また、すでに保育所で働いている保育士からのさまざ
まな相談を受けることで離職防止につなげることも期
待されています。

2 ①

１６０

　保・小の円滑な接続を図るという部分で、学
校側との意識の違いがあるように思う、書類（保
育要録）一つで子どもひとりひとりのことが、伝わ
るとは思っていないが、学校側は知りたい部分
だけを保育士に質問して満足しているように感
じる。就学直前に連絡会を行うだけでなく、定期
的に交流するなど、連携の場について考えてい
く必要があるのではないか。

　保育所、幼稚園等の保育環境から小学校の学習環
境への円滑な接続を図ることは重要であると考えてい
ます。
　本市では、保幼小の各施設に連携担当者を位置付
け、昨年度より市内の全施設に名簿を配付していま
す。また、毎年８月に行う保幼小連携研修会の中で地
区ごとに交流の場をもち情報交換をしています。今後
とも、引き続き保幼小連携推進連絡協議会を開催す
るとともに、連携担当者名簿や保幼小連携の啓発パン
フレット「つながる」を活用していきます。
　また、連携の意義を啓発するとともに、それぞれの施
設の実情や意識などについて相互理解が深まるよう、
各保育所、幼稚園、小学校の管理職及び連携担当
者を対象とした「保幼小連携研修会」を実施するな
ど、市内全施設に対して連携の必要性の周知等を行
うよう引き続き努めてまいります。
　加えて、職員の異動で連携体制が変わることのない
ように学校の教育課程に位置付けて取り組んでまいり
ます。
　今後も、保育所・幼稚園での就学前教育から小学
校教育への子どもの発達や学びの連続性を保障する
ため、保育所児童保育要録や幼稚園幼児指導要録
の送付、就学前の連絡会の実施を通して、引き続き
就学先との情報の共有・伝達に努めます。

3 ①

１６１

　8時間・11時間保育とあるが、何時から何時
まで（例：9時～17時）という固定の時間はある
のか。固定した場合、8時や9時30分から預け
たいという家庭はどうするのか。固定にせず、8
時間たっても迎えが来ない場合、各々どう時間
を把握するのか。

　保育短時間認定の子どもの利用時間については、
施設ごとに一律の時間帯を設定していただくことになり
ます。この場合、その時間帯以外の利用については、
延長保育の取扱いとなります。また、利用時間の確認
は、核施設において実施していただくことになります。
　新制度では、保育の提供に当たって、子どもに対す
る保育が細切れにならないようにする観点や、施設・
事業者において職員配置上の対応を円滑にできるよ
うにする観点などから、「保育標準時間」と「保育短時
間」の２区分が設けられたものです。

2 ①

１６２

　保育所利用において、最大11時間または8時
間利用というのは、どのような基準で分けられて
いるのか。8時間利用の場合、11時～19時の
利用などとなると、子どもの生活リズムも整わ
ず、友だち関係も築きにくいと思う。

　「保育標準時間」と「保育短時間」の区分は、１か月
の就労時間が１２０時間程度以上の方を保育標準時
間認定と想定しています。
　また、保育短時間（８時間）認定の子どもの利用時
間については、施設ごとに、例えば、９時～１７時といっ
た、一律の時間帯を設定していただくことになります。

2 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１６３

　パートであっても、会社によっては早出や残業
をしないといけない日もあるのではないか。仕事
で最大8時間利用を超えてしまってはいけない
のか。その場合は保育料が上乗せになるのか。

　月の就労時間では保育短時間認定の対象となりま
すが、１日の就労時間が８時間以上となるような場合
の対応については、国の示す考え方を踏まえ、現在検
討中です。

2 ④

１６４

「施策（７）⑥教育・保育に関する情報提供」に
ついて
　「子どもを預けたい」と保育園や役所を訪れる
保護者の方は、さまざまなお子さんの状況や家
庭状況、考え方がある。近年、保育園見学に
訪れる保護者からは、仕事を重視した長い保
育時間の希望や、自分のための時間がほしいと
いった要望が多く見受けられる。保育サービス
コンシェルジュは、さまざまな考えの保護者と、
子どもの育ち･親の育ちをともに考えたい保育園
との架け橋のような存在だ。保護者の都合に偏
らず、子どもの育ち・親の育ちにとって大切なこ
とは何か、という視点を取り入れた窓口となるこ
とを期待している。

　保育サービスコンシェルジュは、利用者が保育所、
幼稚園、認定子ども園、一時預かりなどの中から適切
なものを選択できるよう、きめ細やかに相談に応じ、情
報提供や助言を行うために配置したものです。その
際、子どもも含めた家庭の状況についても、十分にお
話を聞くようにしています。

2 ①

１６５

　保育園が子どもに対して教育を行っていない
という考えは間違っている。日常生活に必要な
礼儀作法や他児との関わり方などについて、子
どもにその都度教えている。ただ預かっているの
ではない。もし保育士が教育を行っていないの
であれば、月案や個別の記録といった書類を書
く必要はないのではないか。

　保育所では保育所保育指針に基づき、保育計画な
どを立案し実行しています。
　保育所保育は養護と教育を合わせ持ったものであ
り、その中の教育については、保護者や地域に伝え、
日々、広めていらっしゃることと思います。子どもが安
心できる環境を整え、最もふさわしい生活の場になる
には、計画や記録は必要不可欠なものです。
　市としても、新制度開始を契機として、さらに保育所
の機能や重要性を周知したいと考えています。

2 ④

１６６

　保育所保育指針では、「養護」と「教育」を一
体的に行うこととなっている。「学校教育や保育
の提供」とすると、保育所は保育だけ、イコール
子どもを預かるだけと捉えられるのではないか。
簡略化された「学校教育と保育」をひとくくりにま
とめた意味がなにかあるのか。

　学校教育法に基づく教育とは、学校教育法第２５条
に規定する「幼稚園教育要領」に基づく教育と認識し
ております。
　保育における教育とは、厚生労働省告示第１４１号
に規定する「児童福祉施設最低基準」第３５条に基づ
き「保育所保育指針」に保育の内容として「養護」とと
もに定められた「教育」と認識しております。
　次期子どもプランでは、「幼児期の学校教育や保育」
という用語を使用していますが、この用語については、
「幼児期の学校教育」と「保育」の２つの語句に分け
て、意味を捉えていただくようお願いします。
　なお、子ども・子育て支援法に基づく基本方針等に
おいても、「幼児期の学校教育や保育」等の用語が使
用されており、次期子どもプランでの使用もこれに準じ
たものです。

2 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１６７

　保育士の仕事の内容が解っているか。子ども
の発達保障を業とする者は、発達をしっかり捉
え、関わりの方法、主体性を持つ子どもを重視
した本人の育つ力を育って欲しいという願いに
向けて子どもを誘い込む計画の策定、日々の
保育、子どもの指導と育ちの経過の記録、日々
の日誌はもちろん親への連絡帖、例えば午睡
中の突然死予防のための5分おきのチェックな
ど、休憩も満足に取れずに流し込む食事、我慢
する排泄など、働く親を支える保育士はこれま
での次世代育成の喜びと誇りを胸に働いてきた
が、自分は働く母親になれないと離職する者
が、新制度実施を機に増えていきそうな実態を
ご存知か。

　保育所は子ども達だけでなく、保護者支援、地域の
子育て支援など、子育てに重要な役割を担っていま
す。子どもの最善の利益を考慮した保育を実施するに
は、保護者も保育士も、そして何より子どもが心地よく
過ごせることが大切です。保育所保育の特性を生かし
た質の高い保育実践のためには、保育士の仕事はま
すますきめ細かなものになっています。保育関係者の
皆様の協力を得ながら、処遇の改善も含め、今後もよ
り一層努力してまいりたいと思います。

2 ①

１６８

　子どもが保育を受ける権利、子どもが過ごし、
体も心も安心できるにふさわしい場所がどれほ
ど本気で考えられているのだろうか。

　保育所は、児童福祉の理念に基づき、子どもにとっ
て最もふさわしい生活の場でなければならない、とされ
ています。
　家庭との緊密な連携の下、保育所の環境を通して、
養護と教育が一体となった保育を実施しています。こ
れからも変わらず、子どもの最善の利益を求めて努め
ます。

2 ①

１６９

　放課後児童クラブの運営について、以下の点
を改善して欲しい。
① 終了時間を１９時まで延長を希望する
② 質の向上、内容の見直しとして、学習事業
（宿題の講師等）を取り入れて欲しい。
③ 放課後児童クラブの設置場所を通学してい
る小学校とし、帰宅せずにクラブを利用できるよ
うにして欲しい。
　今の放課後クラブの終了時間や開設場所で
は、上の子が就学した際に退職を考える必要が
ある。文部科学省が発表している、放課後児童
クラブの推進事業で「児童育成事業費（特別会
計）による補助」を有効に活用して欲しい。

①クラブの終了時間の１９時までの延長については、
延長勤務の指導員の確保等の準備が整ったクラブか
ら順次取り組んでいきたいと考えています。
②クラブの役割は、児童に基本的な生活習慣を習得
させるための援助・支援を行うことを目的としており、学
習に関する取り組みも、宿題をするという習慣を身につ
けさせるための援助等を行うことと考えています。
③本市では、クラブを小学校区ごとに設置しており、中
には、児童館等の学校敷地外にクラブ施設が立地し
ている場合があります。こうした施設については、老朽
化による建替えや利用児童の増加に伴う施設の増設
の際に、児童の安全性、利便性等を考慮の上、学校
敷地内または近隣への整備を検討することと考えてい
ます。
　なお、本市では、これまでも放課後児童クラブの運
営に際しては、児童育成事業費を活用しており、今後
も同事業費を有効に活用して事業の推進に取り組ん
でいきたいと考えています。

3 ①

１７０

　学童保育や費用負担の軽減を望む。 　本市の放課後児童クラブ（学童保育）の保護者負担
金（費用負担）は、クラブを設置している地域（校区）
の実情に応じて、それぞれのクラブが決定しています。
そのため、地域間で負担金に格差が生じたことから、
平成２０年度以降、標準的な月額を７，０００円と考
え、クラブ間の格差の是正に取り組んでいます。なお、
全国的にも６，０００～７，０００円で設定しているクラブ
が多いことから、今後も、引き続き、現在の標準月額
を基に、格差是正に取り組んでいきたいと考えていま
す。

3 ④

施策８　放課後児童クラブ （２件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１７１
　「外遊び（プレイパーク）の検討」について、
ゲーム中心の社会で、どのように遊ばせるの
か。今ある場所で十分では。

3 ①

１７２

　北九大で乳幼児向けのプレイパークや、地域
で学童向けのプレイパークをしており、大人の遊
びを見る大切さ、大人自身も自然の中で子ども
の姿にふれ、いやされる良さを実感している。プ
レイパークは、子どもの育ちはもちろん、親の関
わりのあり方を考えさせられ、若者の地域づくり
への参加、また高齢者を含めた多世代での自
然な交流の場になる。

2 ①

１７３

　安心して子育てするには、経済的な事情も大
切である。貧富の格差が教育格差を生まない
ような支援が必要である。

　貧困は、子どもたちの生活や成長にさまざまな影響
を及ぼすことが指摘されており、子どもの将来がその生
まれ育った環境によって左右されることのないよう、必
要な生育環境の整備に努める必要があるものと考え
ています。
　そこで、次期子どもプランでは、施策(12)「ひとり親家
庭等への支援」に、施策の柱②「子どもの貧困対策」
追加し、教育や生活、就労の支援、経済的支援など
必要な環境整備を総合的に進めることとしました。
　具体的には、義務教育において経済的理由によって
就学困難な児童生徒に対して、学用品等を支給する
「就学援助」や高校・大学等において経済的理由によ
り就学困難な学生等に対する「奨学貸付金」などに取
り組むこととしています。
　また、ひとり親家庭に対する生活・自立への支援や、
関係部署が集まり全市的な立場から、子どもの貧困の
現状や課題を共有し、総合的に対策を進める体制づく
りに取り組みます。

2 ②

１７４

　児童虐待防止策として、家庭訪問や子育て
相談は有効だと思うが、子育て中の母親にとっ
て、自分とかなり年齢が離れた方よりも、同年
代の母親同士になら素直になれるという部分も
あるのではないか。相談員を20～30代の方に
したり、同じ立場の母親である人にするという方
法もあると思う。

　地域における子育て相談の場である、市民センター
等での「妊産婦・乳幼児子育て相談」や「親子ふれあ
いルーム」等では、さまざまな年代の相談員による相
談支援体制もあれば、同じ世代の母親同士が交流
し、悩みを分かち合える場ともなっています。母親が自
分にあった相談場所をみつけることができるよう、情報
の周知に努めます。

3 ④

施策13　児童虐待への対応 （１件）

施策９　青少年の健全育成 （２件）

　自然の地形や樹木を利用して遊べるプレイパーク
は、子ども自身が自分で考え行動し、日常生活にない
さまざまな体験をすることができ、また、体力づくりや仲
間づくりを行うこともできる、子どもにとって新たな発見
やさまざまな体験ができる遊び場です。
　また、親の関わり方を考えさせられる場、若者の地域
づくりへの参加の場、高齢者を含めた多世代での交流
の場など、さまざまな場づくりにも寄与できます。
　一方で、安全面や管理面などの課題が多いのも現
状です。
　自然とふれあえる外遊びの方法や内容、場所などに
ついて、ＮＰＯ等と協力しながら検討を進めていきま
す。

施策12　ひとり親家庭等への支援 （１件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１７５

「施策（１４）②保育所等での障害のある子ども
の受け入れや保育内容の充実と、小学校等入
学時の情報伝達の強化」について
　保・小の連携については、今後さらなる発展を
期待したい取り組みのひとつであり、当園でもま
だまだ手さぐりの部分も多い。小学校の担当教
諭が前向きに取り組んでおり、回を重ねるごとに
より良いものになっている。
　教諭等の異動により担当者が変わっても、途
切れることなく取り組みを発展させていくことが、
大きなカギとなるわけだが、それには具体的な
活動内容・時期・場所・回数などを、年間の授
業計画に組み込んでもらうことが必要である。

　子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する中、子ど
もを健やかに育むために保育所（園）、幼稚園、小学
校が連携して幼児期の保育環境から児童期への学習
環境への円滑な接続のために、連携推進のガイドブッ
ク的役割を果たす保幼小連携プログラム「つながる」
や「なかよし」を活用する等して、保幼小の連携を推進
しています。
　また校務分掌上に「保幼小連携担当者」を位置付
け、連携の窓口として互いの連絡体制を強化していま
す。今後とも教諭等の異動により取組が途切れること
のないように、各学校の教育課程に位置付け、変わら
ぬ連携体制を継続していきます。特別な支援を必要と
する子どもについては個別の教育支援計画を引継ぐ
等して、十分な情報引継ぎを行い、校内支援体制の
確立を図ってまいります。

3 ①

１７６

　「言葉」の発達の気になる子どもが、療育セン
ターや障害児福祉センターなどに通うが、なか
なか予約が取れず、通っても改善が見込めな
い事から、保護者が満足いかず行かなくなるこ
とがある。

　訓練を行う言語聴覚士等へ、保護者に対して言葉
の発達には時間を要すること等の丁寧な説明を行うよ
う促していきます。なかなか予約が取れず、通うことが
出来ない場合でも、総合療育センタースタッフが保育
所などを訪問して、子どもの発達を促す「障害児等療
育支援事業」やひまわり学園による「保育所等訪問支
援」などを行います。
　また、総合療育センターは、平成30年度に建替えを
予定しており、建替え後は医師の確保や専門スタッフ
の充実につとめ、予約の待機についても解消をめざし
ているところです。

2 ①

１７７

　障害者施設の推進について、特に保育所や
幼稚園において、障害のある子どもの受け入れ
は少しずつ増えてきているが、更なる対応をお
願いしたい。

　本市では、障害のある子どもの成長を支え、また保
護者の子育てを支援するため、幼稚園、保育所等に
おける障害児保育の充実に取り組んでおります。今後
とも、子どもの発達に応じた適切な支援を行えるよう専
門機関との連携の強化に努めてまいります。また、障
害のある子どもの対応について、引き続き専門研修等
も行っていきます。

3 ①

１７８

　「総合療育センター」での発達障害に係る新
患数は増加傾向が続いているようで、重度の障
害のある子どもが減っていない状況で、「総合
療育センター」での予約から受診までの待機時
間が長い。西部地区に１施設（例えばコムシ
ティ内）増加してもらい、更なる機能強化をお願
いしたい。

　西部地区については、総合療育センター西部分所を
平成２８年度に設置する予定です。場所は旧西部障
害者福祉会館（八幡西区若葉）を予定しています。

3 ①

１７９

　気になる子どもが増加している中、保護者に
現状を細やかに時間をかけて話をしながら、専
門機関を薦めているが、いざ療育センターへ問
い合わせると予約がいっぱいで、すぐ受診でき
ないのが現状である。施設・人材を強化し、すぐ
対応していただけるようお願いしたい。

　総合療育センターは、平成３０年に再整備、開設を
予定しています。再整備に伴い、医師の確保及び専
門スタッフの充実に努めているところであり、予約の待
機についても解消を目指しているところです。

3 ①

施策14　障害のある子どもへの支援 （１１件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１８０

　お母さんで、子どもが発達傷害の疑いがあると
言われ、ショックを受け、うつ状態になる人にた
くさん出会う。そういう人のフォローをする子育て
支援の中心基地を早急につくることを提案す
る。障害児を抱えて子育てを経験したお母さん
方、今、子育て中のお母さん方が交流できる場
所をぜひつくって欲しい。

　現在、発達障害者支援センター｢つばさ｣では、発達
障害と診断されて間もない方の保護者を対象とした
「フレッシュコース」で学習会や座談会を行っていま
す。また、発達障害のある子どもを育ててきた同じ立
場の親が、発達障害のある子どもの子育てに悩む親に
対して、子育て体験談を話したり、話を聞いたりして、
親たちの精神的な支えとなることを目的とした「ペアレ
ントメンター」を平成24年度から養成しており、今後、
活動実施を予定しています。本市としては、発達障害
のある子どもをもつ保護者の方への支援の拡大が必
要だと考えており、ペアレントメンターを活用した支援の
在り方や、保護者の方のレスパイト（一時的な休息や
息抜き等）となる取り組み等、今後検討していきます。

2 ④

１８１

　障害児通園施設は在園時間が短く、保護者
が長時間就労をしている場合は利用が難しく
なっている。また、障害児を受入れた後のサ
ポートをどのように考えているのか。具体的に知
りたい。今まで、保育園に任せきりで、他機関と
の連携なども、保育園がやらなければ、それで
何も進まないというのが現状である。

　通園終了後に、その他サービス（居宅介護・日帰り
ショート事業など）を利用することで、就労する保護者
も障害児通園施設を利用しやすくなります。通園施設
職員が保育所・幼稚園などの職員を対象とした勉強
会を行ったり、特別支援学校への進学がスムーズに
行えるよう連携を図ったりすることによりサポートを行っ
ています。

2 ①

１８２

　障害のある子どもが安心して生活できる社会
環境づくり」を推進するとあるが、保護者への支
援はどのようにする予定なのか。現在、障害の
ある子どもを担任しているが、保護者への支援
がとても難しい。また、支援について上手くなさ
れていないように思う。充実を図るとあるが、そ
れが可能だろうか。

　保護者や保育所に対する支援として総合療育セン
タースタッフが訪問して障害のある子どもだけでなく、
その保護者への相談支援を行う事業として「障害児等
療育支援」やひまわり学園スタッフによる「保育所等訪
問支援」などを行っています。今後はこれらの支援の
充実を図ります。

2 ①

１８３

　特別な支援を要する子どもについて、明らか
に要支援と判定されるであろう子どもに加え、グ
レーゾーンの子どもも少なくない。早期に関連施
設へと思うが、予約日までに月日がかかってし
まう。加配職員の有無で、クラス担任の負担も
全く違うので、加配を増やす必要がある。

　総合療育センターは、平成３０年に再整備、開設を
予定しています。再整備に伴い、医師の確保及び専
門スタッフの充実に努めているところであり、予約の待
機についても解消を目指しているところです。 3 ①

１８４

　障害のある子どもの早期発見について、療育
センターのような施設を増やしていただきたい。

　総合療育センターは、平成30年度に建替えを予定
しています。
　また、市民の利便性をはかるため、西部地区に（仮
称）総合療育センター西部分所を平成28年度に設置
する予定です。

3 ①
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１８５

施策７「幼児期の学校教育や保育の提供」につ
いて
　幼児期とあるが、子どもの原点、出発は０才か
らであり、０才からの大切な保育を示す「乳幼児
期」とすべきではないか。保育から学校教育へ
つながっていくことを考えると、表記についても
「乳幼児期の保育の提供や学校教育」とすべき
ではないか。

　「幼児期の学校教育や保育」という用語については、
「幼児期の学校教育」と「保育」の2つの語句に分け
て、意味を捉えていただくようお願いします。
　学校とは、学校教育法では幼稚園、小学校、中学
校、高等学校、大学などを示しており、本計画の中で
は「幼児期」に限定する必要があります。また、保育と
は、児童福祉法では乳児、幼児を対象としています。
つまり、保育は特別な限定をしなくても、ご意見の趣旨
は含まれていると理解しています。
　なお、子ども・子育て支援法に基づく基本指針等に
おいても、「幼児期の学校教育や保育」等の用語が使
用されており、次期子どもプランでの使用もこれに準じ
たものです。よって、ご意見を本計画に反映することは
できかねます。

3 ③

１８６

「概要版Ｐ１８ 認定こども園の普及」について
　目標設置数は27施設となっているが、今後、
施設運営において、保育所が移行を希望した
場合は目標数を超えるが移行は可能と考えて
よいか。

　幼稚園・保育所からの認定こども園への移行希望に
基づく認可・認定については、子ども・子育て支援法に
基づく国の基本指針などに基づき、認可・認定基準を
満たす限り、目標数に関わらず原則として認可・認定
を行う予定としています。
　今後とも、各年度の児童等の状況や幼稚園・保育所
の事業者の意向を踏まえ、適切に対応してまいりま
す。

2 ①

１８７

「概要版 別表（4つの政策分野、子ども・子育
て支援事業計画）」について
　別表に掲載されている「幼児期」は、学校教
育（１号、２号）を想定しているのか。
保育は０歳児（3号）からの乳幼児期を対象とし
て行っている。
　「教育・保育」の用語の説明はP-15に注釈で
（認定こども園、幼稚園・保育所）と示されてい
るが、その他の「学校教育・保育」「教育・保育
施設」「幼稚園、保育所等」「教育・保育の質」
などの用語の定義が不明瞭であり、説明が必
要と思われる。保育は「養護と教育」が包含さ
れたものである。

　「学校教育・保育」「教育・保育施設」「幼稚園・保育
所等」「教育・保育の質」という用語は、広い意味で、
認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業（小
規模保育、家庭的保育など）などの施設や事業を示し
ています。計画の文章では、施設や事業の総称、支
援内容を表す言葉として、文脈の流れの中で全部記
載や一部省略するなど適宜使用しています。なお、子
ども・子育て支援法に基づく基本指針の中でも、同じよ
うな使用の仕方をしています。
　しかしながら、不明瞭とのご意見を踏まえ、今後、用
語解説の添付を検討します。

3 ②

第５章　子ども・子育て支援事業計画 （２０６件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１８８

「概要版 Ｐ１５、教育・保育の量の見込みと確
保の方策」について
　８月２３日のタウンミーティングにおいて、市長
がH２９年度には、２，３００人の供給過剰とな
り、待機児童の心配はなくなると説明された。市
全域の表においても、H２９年度の単純計算で
は約２，３００人の供給過剰となっている。このよ
うな状態の中で、H３１年度（約３，２００人の供
給過剰）までの施設整備計画が必要なのか疑
問である。
　今後計画に基づき施設整備を行い供給過剰
となった後、保育士・保育教諭の安定的雇用
や施設運営に支障が生じることとなるが対応策
は検討されているのか。

　子ども・子育て支援事業計画は、平成２７年度から３
１年度までの計画期間５年間の計画として策定してい
ます。また、平成２９年度末までの潜在的なニーズも
含めた待機児童の解消に向けて、施設や事業の整備
について定めています。
　この計画では、平成30年度以降は、新たな保育所
等の整備は予定していませんので、１号認定から３号
認定までを合わせた教育・保育の供給の総量は平成
２９年度と変わりません。しかし、新制度では既存の幼
稚園・保育所から認定こども園への移行は、認可・認
定基準を満たす限り原則として認められることから、こ
れを見込んだ計画としています。
　なお、計画に基づく事業の実施状況等については、
毎年度、点検・評価を行うとともに、支給認定などの実
態を踏まえ、中間年を目安として、必要な場合には、
計画の見直しを行うこととしています。

2 ④

１８９

「概要版 Ｐ１５、教育・保育の量の見込みと確
保の方策」について
　文中「量の見込みが確保の方策を上回る状
況となっているが、幼稚園の預かり保育の利用
などにより保育を提供します。」とあるが、２号の
児童は保育所の保育でなくても幼稚園の預かり
保育で十分対応できるとの考えなのか。

　次期子どもプランの第５章１「（２）教育・保育の量の
見込みと確保の方策」記載のとおり、2号認定子どもの
量の見込みの中には、「幼児期の学校教育の利用希
望が強い」児童数が含まれています。その児童は幼稚
園に通うことが見込まれ、幼稚園での教育標準時間
以外は、その預かり保育等を利用することを想定した
ものです。

3 ④

１９０

「概要版 Ｐ１５、教育・保育の量の見込みと確
保の方策」について
　保育士の確保が確実に行えれば、現状の保
育所のキャパシティで待機児童の解消は可能
と考えている。

　子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育の量
の見込みに対し、各教育・保育提供区域（本市では行
政区）において、認定区分（1～3号）ごとの提供体制
の確保を図る必要があります。
　このため、既存保育所の定員増だけでは、提供体制
の確保が図れない区域があります。

3 ③

１９１

「概要版Ｐ１８ 認定こども園の普及」について
　子ども・子育て支援事業計画に示された数値
目標が独り歩きしない様に、各年度の児童数等
の動向に応じて柔軟に対応するよう望みたい。

　教育・保育を提供する体制の確保については、国の
基本指針に基づき、市町村で計画を定めることとされ
ています。
　この中で認定こども園については、幼稚園・保育所か
らの移行希望に基づく認可・認定については、国の基
本指針などに基づき、認可・認定基準を満たす限り、
原則として認可・認定を行う予定としており、意向調査
結果を踏まえ、計画を作成することとしています。
　なお、市が定める計画については、各年度の状況を
踏まえ、5年間の計画期間の間において中間的な見
直しを行う予定としています。

2 ①

１９２

　Ｈ29年2,300人の供給過剰について、余った
保育園、保育士の行き先は。

　子ども・子育て支援事業計画では、平成 29 年度末
までの潜在的なニーズも含めた待機児童の解消に向
けて、施設や事業の整備について定めています。
　なお、計画に基づく事業の実施状況等については、
毎年度、点検・評価を行うとともに、支給認定の状況
などの実態を踏まえ、中間年を目安として、必要な場
合には、計画の見直しを行うこととしています。

3 ④
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１９３

「元気発進！子どもプランの次期計画（素案）
の概要」15ページ
　幼稚園の預かり保育と保育所の保育が同等
に扱われているのは、納得がいかない。市は保
育の内容を把握しているのか疑問に思う。

　私立幼稚園における預かり保育は、幼稚園教育要
領に基づき実施しており、地域の実態や保護者の要
請により教育課程に係る教育時間の終了後等に希望
者を対象に行う教育活動として行っているものです。

3 ④

１９４

　現在待機児童問題を抱えている本市であると
思うが、少子高齢化が進んでいることも事実で
ある。子どもの数が減少しているのに、小規模
保育や新たに保育所を増設する必要はあるの
か。

2 ③

１９５

　少子化で子どもが減っていくという見込みなの
に新しい施設を作るというが、現在の待機児童
を解消できたとしても、その後各園で子どもが
減っていったら運営できなくなると思う。

2 ③

１９６

　園を増設したり、保育士の数を増やしたりする
方向で現在進んでいるが、子どもの数が減って
いく傾向にある中でその後の対策は考えられて
いるのか。この制度が子どもにとっていいプラン
のように思えない。

2 ③

１９７

　「元気発進！子どもプラン」の次期計画では、
小規模保育の新設を計画しており、それは全て
乳児保育所である。しかも、それらの設置基準
は、既存の乳児保育所に比べ保育の質が落ち
ているように思える。今後、認定こども園との関
係もあり、これまでの乳児保育所を強化（定員
増又は廃園の復活、新設）して、認定こども園
に移行しない、純保育所づくりを目指し、北九州
の素晴らしい質の良い保育を確保すべきではな
いか。

　小規模保育は、新制度で新たに創設される地域型
保育事業で、地域の状況に合わせて、保育所よりも少
人数の単位で、待機児童の多い0～2歳児を保育する
事業です。
事業の認可基準については、保育所の基準を上回る
配置基準が国から示されていますが、本市では、保育
の質の向上を図るため、保育士の配置や連携施設に
ついて、国を上回る基準定めています。

3 ③

１９８

　「３　幼児期の学校教育・保育の一体的な提
供および推進体制の確保」とあるが、乳幼児期
の保育こそが人間形成の大事なポイントと考え
られる。ゆえに、乳幼児期をもっと見直してほし
いと切に願う。

　乳幼児期は、心情や意欲、基本的な生活習慣など
生涯にわたる人格形成の基礎が培われる大切な時期
であり、認定こども園や幼稚園、保育所等では、保育
者が一人一人の子どもの違いに留意し、それぞれの役
割に応じた支援に取り組む必要があると考えていま
す。そのため、「政策分野２ 子どもの育ちを支える幼
児期の学校教育・保育の提供」では、保育の量的拡
大や多様な保育サービスの充実に取り組むだけでな
く、職員研修等を通じて、教育・保育の質の向上を図
るほか、教育・保育施設が地域における子育て支援
拠点としての機能強化を図るための支援を行うこととし
ています。
　加えて、子どもが健やかに成長し、自立するために
は、青少年の健全育成や若者の自立支援のための取
り組み、ひとり親家庭や障害のある子どもなど特別な
支援を要する子どもや家庭への支援も必要であり、本
市としては総合的に子どもの育ちや子育て家庭への支
援に取り組んでいきたいと考えています。

2 ①

　本市においては子どもの数は減少傾向にあります
が、共働き世帯の増加等により、待機児童の数は増
加しています。
　子ども・子育て支援事業計画では、平成 29 年度末
までの潜在的なニーズも含めた待機児童の解消に向
けて、施設や事業の整備について定めています。
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

１９９

　表が見にくい。例えば、「生後4か月までの乳
児家庭訪問事業」で、誰が行くのか。人材の確
保は。

　子ども・子育て支援事業計画における「教育・保育の
量の見込みと確保の方策」、「地域子ども・子育て支
援事業の量の見込みと確保の方策」で記載している表
は、それぞれの事業等について、市民ニーズ調査等に
より算定した「量の見込み」及び「量の見込みに対応す
る提供体制の確保の方策」を、国のガイドラインに定め
られた様式に基づき記載したものです。
　例として挙げられている「生後4か月までの乳児家庭
訪問事業」では、支援が必要な産婦等に対しては、助
産師や保健師等の専門職が、専門職による訪問の必
要性がない経産婦等に対しては、地域支援者（主任
児童委員）が訪問しています。今後も地域支援者のご
協力のもと、全戸訪問できるよう人材の確保等に努め
ます。

3 ③

２００

　家庭生活の主な課題の一つである「家庭学
習問題」について、家庭学習の習慣化と学習
効果を目指すため、3枚プリント学習法など家庭
学習方法の例を提示するなど、家庭における
学習の具体的な方法として活用してもらいた
い。

　平成26年4月に、本市立小・中学校の全児童生徒
を対象に「家庭学習チャレンジハンドブック」を配布し、
活用しています。この冊子は、家庭での学習習慣の定
着を目的としており、家庭学習の進め方をわかりやすく
解説しています。
　また、平成25年度より、「北九州市家庭学習マイス
ター」を募集し、家庭学習の優れた取組を行っている
児童生徒を表彰しています。

2 ①

２０１

　子育てに関する講演会に参加しているが、北
九州市はなぜ、いつも保育所や幼稚園、役所
の方が講演するのか。東京では、子育てに携
わっている団体やＮＰＯの方の講演が素晴らしく
為になった。本当に、北九州市は子育てに対し
て真剣に取り組んでいるのか。もう少し、いろん
な意見を吸い上げるべきである。

 子育てに関する講演会等については、それぞれの事
業の趣旨や目的に応じて、その講演内容等を選定し
ています。
　次期子どもプランを策定するに当たっては、北九州
市子ども・子育て会議において、有識者（学識経験
者、医師、弁護士）、事業主の代表、労働者の代表、
子育て当事者（PTA、公募の市民）に加え、子育て支
援当事者として、幼稚園、保育所、児童養護施設、放
課後児童クラブ、ひとり親支援、子育て支援NPO、青
少年健全育成、障害者支援、民生委員・児童委員、
地域子育て支援など、さまざまな現場で活躍しておら
れる委員の意見をいただいております。
　また、市民アンケートやパブリックコメントを通じて、広
く市民の皆様のご意見を伺いながら、計画の策定を進
めています。
　そのほか、次期子どもプラン等計画の策定時に限ら
ず、本市ホームページ、市役所公聴課や区役所窓口
で市民の皆様からのご意見を承り、そのご意見を踏ま
えながら、さまざまな施策を実施しておりますので、今
後もお気づきの点などあれば、ご意見をお寄せいただ
きたいと存じます。

4 ④

≪その他≫ （４件）
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意見の概要 市の考え方 内容Ｎｏ
反映
結果

【意見の内容】

１ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見

２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見
３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める意見
４ その他の意見

【意見の反映結果】
① 計画に掲載済

② 追加・修正あり

③ 追加・修正なし

④ その他

２０２

　今年、学校の教室に扇風機を4台取り付け、
来年にまた各クラスに、今度はクーラーを取り
付けると聞き、北九州はそんな予算があるの
か。そんな無駄なお金は、子育て支援に使うべ
きである。

　近年の猛暑により、学校、保護者、議会等の強い要
望を受けて、エアコン設置について慎重に検討した結
果、児童・生徒への教育環境改善や健康保持の観点
から、総合的に判断し、設置を決定しました。
　予算については、国の補助金を活用するなど財源の
確保に努めていきます。

2 ④

２０３ 4

　ご意見として承ります。
　なお、本市では、「北九州市子どもの未来をひらく教
育プラン」において本市の教育が目指す子ども像とし
て、「自分の可能性を信じ、夢や希望をもつ子ども」
「自分でやり遂げ、自立する子ども」「思いやりの心をも
ち、行動できる子ども」と定め、このプランに基づいた
様々な施策を推進しているところです。

④

　子どもたちが自分の脳でしっかり考え行動でき
るような、そして若い親も社会のことを考え行動
できるように「脳教育」を取り入れていただけたら
と思う。
（脳教育の効果）
・コミュニケーション能力がアップする。呼吸が
深くなる。ストレス軽減。免疫力向上。カラダとコ
コロが健康になる。自分自身の価値を感じる。
人格形成を促す。
　自分の脳について正しい知識を持って、自分
自身のカラダとココロを管理していくことが必要
な時代である。
・子どもたち：学習意欲の向上、集中力の向
上。自分で考え、行動できる。小児の生活習慣
予防。
・働く世代：ストレス対策。うつ病予防。生活習
慣病の予防。
・シニア世代：自分のカラダとココロを管理。地
域おける見守りの役割。
・社会保障費の削減：自然治癒力による健康
保険費の減少。精神性疾患、生活習慣病の予
防。
　子どもたちは自分で考え、行動できる力のある
子どもたちに育てる。現役の親世代にはストレス
時代に対応できる身体と心を育て、社会で活
躍しながら親教育的なコミュニケーション能力を
育てる。現役を引退された元気な前期高齢者
は自身の健康管理とともに、地域社会に貢献で
きるような社会システム、例えば地域の子育て
を見守り、世話をしながら、後期高齢者の健康
長寿の手助けをしていくようなサイクルを「脳教
育」を通じて提案できればと思う。
　アメリカではニューヨークなど世界21都市が
「脳教育の日」を制定している。日本では北九
州市が一番に「脳教育都市」として宣言できれ
ばと考えている。

51


